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１．基本的な事項 

 ⑴市の概況 

 ア 市の自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

  ①自然的条件 

   淡路島の南部に位置する南あわじ市は、南部、西部はそれぞれ播磨灘、紀伊水道に面

し、北部の先山山地、南東部の諭鶴羽山地、西部の南辺寺山地に囲まれて中央部に三原

平野が広がっている。 

   本州と四国を結ぶ大動脈である神戸淡路鳴門自動車道が南北に縦断し、国道 28号や

主要地方道として、阿万福良湊線、福良江井岩屋線、大谷鮎原神代線、洲本灘賀集線、

が主な幹線道路を形成している。 

   西淡地域は、風光明媚な慶野松原を有し、三原川や大日川が播磨灘に注いでいる。ま

た、阿那賀・伊加利・丸山地区は南辺寺山地を有している。 

   南淡地域は、徳島県との間に鳴門海峡を有し、また南部沖合４ｋｍには、離島である

沼島を有している。 

   気候は瀬戸内海気候に属し、大阪湾に面する東南部は冬季でも温暖な気候である。 

 

  ②歴史的条件 

   南あわじ市は、縄文時代より人々の営みが続いており、古事記や日本書紀に記された

国生み神話で知られるおのころ島神社、淡路の政治・経済・文化の中心地として歴史を

物語る淡路国府跡や国分寺をはじめ、南北朝時代から戦国時代にかけての史跡や、伝統

的な祭・神話・伝説などが多数残されている。特に淡路人形浄瑠璃は郷土文化として、

保存伝承されている。 

   沿革としては、1955（昭和 30）年に制定施行された新市町村建設促進法により、三

原郡に緑村（後に町）・西淡・三原・南淡の各町が成立した。 

   西淡町は、1957（昭和 32）年に湊町・松帆村・津井村・伊加利村・阿那賀村・志知村

の合併により設置、また南淡町は同じく 1957（昭和 32）年に福良町・賀集村・北阿万

村・阿万町・灘村・沼島村の合併により設置された。 

 

  ③社会的条件、経済的条件 

   本市の人口は、1960（昭和 35）年国勢調査で 64,789人であったが、若年層を中心に

市外への人口流出が続いたため、2020（令和２）年国勢調査では 44,137人となってい

る。また、本市の生産年齢人口は、1960（昭和 35）年には 38,186人であったが、2020

（令和２）年には 41％減の 22,362人にまで落ち込んでいる。 

   本市の産業構造については、2020（令和２）年度における産業別就業者数の割合を見

ると、第１次産業が 22.0％、第２次産業が 20.5％、第３次産業が 53.5％となっており、

兵庫県（第 1 次産業 1.8％、第２次産業 24.1％、第３次産業 70.6％）や淡路地域（第
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1 次産業 16.2％、第２次産業 20.3％、第３次産業 60.0％）と比較しても第１次産業の

割合が際立って高い。 

   西淡及び南淡地域における第１次産業としては、農業に加え、漁業も行われている。

特に漁船漁業ではタイやヒラメ、ハモなど、海面養殖漁業ではタイやサクラマス、フグ、

ノリ、ワカメなどが水揚げされている。 

   第２次産業では、電気機械器具の製造や地場産業としては、西淡地域を中心に江戸時

代よりその技術が受け継がれている淡路瓦の製造がある。日本三大瓦産地として知ら

れているが、建物の洋風化などにより厳しい状況を迎えている。 

   第３次産業では、豊かな自然環境や歴史・文化資源により観光・レクリエーション施

設が多数立地しており、淡路島全島レベルでの観光客誘致の取組が行われている。 

   西淡及び南淡地域においても、慶野松原、鳴門海峡の渦潮、灘黒岩水仙郷と沼島など

を活かした観光産業が展開されている。 

 

 イ 過疎の状況 

  ①人口等の動向 

   本市の総人口は、1980（昭和 55）年からの 15年間は緩やかな減少であったが、1995

（平成７）年以降は大幅な減少傾向にある。15歳未満の年少人口、15～64歳の生産年

齢人口は年々減少する一方で、65 歳以上の老年人口（高齢者）は増加しており、2020

（令和２）年では３人に１人が 65歳以上という人口構造にある。 

 

  ②これまでの過疎法に基づくものも含めた対策、現在の課題、今後の見通し 

   本市は、2021（令和３）年度から過疎法の指定を受けている。 

   本市が抱える課題として、大きく以下の４点であり、西淡及び南淡地域においても同

様の課題を有している。 

 

  a地域コミュニティの担い手の減少 

本市では、地域コミュニティの担い手の高齢化や将来の担い手となるべき若い世代

の市外への転出、また、核家族世帯が増えるなか、近所付き合いも少なくなり、地域の

集まりに参加しない世帯の増加も懸念される。 

こうした状況においては、将来、コミュニティが維持できないおそれがあり、地域コ

ミュニティを将来にわたって持続的に維持していくために、コミュニティの核となる

担い手が世代交代しながら、地域の人々が互いに支え合っていくことができるコミュ

ニティづくりに取り組むことが求められている。 

 

  b若い世代の転出の超過 

本市では、進学や就職を期に若者世代が都市部へ転出し、その後市内に戻り、定住す
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るという状況が続いていたが、近年市内に戻る若者の割合が減少し、若者世代の人口減

少が引き続いている状況にある。一方で、農業、漁業などの第１次産業や地場産業の従

事者は高齢化し、後継者不足が顕在化している。 

このような若者世代の減少は、本市の産業衰退にも直結するおそれがあり、若者が本

市に定住し、第１次産業や地場産業を引き継いでいくために、若者世代の転出の抑制は

もちろんのこと、すでに市外に転出した若者世代のＵターンの促進や都市部からのＪ・

Ｉターンを推進することが求められている。 

 

  c観光・交流人口の伸び悩み 

本市では、温暖な気候を活かした三毛作（タマネギ、レタスは全国でもトップクラス

の収穫量を誇る）や、播磨灘や鳴門海峡での新鮮な魚介類の水揚げ、乳牛と繁殖和牛の

飼養が盛んに行われている。また、瓦や手延べそうめんなどの地場産業が息づくまちで

もある。さらに、本市には 500年の歴史を誇る『淡路人形浄瑠璃』をはじめとした特徴

的な歴史・文化資源が存在する。 

このように、本市の豊かな自然・食文化、伝統芸能・史跡の一つひとつは、高いブラ

ンド力を持っているが、必ずしも観光客の増加にはつながっておらず、より一層のブラ

ンド力の強化と効果的なＰＲが求められている。また、こうした本市の魅力が市民全体

に十分浸透していないことが、若者世代の減少、まちの賑わいや交流人口低下への一因

と考えられるため、若者が市内の自然や歴史を再発見するための教育環境の整備や、市

民自らが本市の魅力を市外へ発信していける仕組みの構築が求められる。 

 

  d子育て・教育ニーズの多様化に応じた支援の充実 

本市では、合併以降特に子育て支援施策に注力し、他団体に先駆けて保育料を無償化

するなどにより、合計特殊出生率が県内上位であるなど、一定の成果を上げている。 

一方で、依然として人口減少は進んでいる状況にある。そのため、核家族化や共働き

の増加による子育て・教育に対するニーズの多様化に応じた更なる支援の充実が求め

られる。 

 

 ウ 産業構造の変化 

   2020（令和２）年国勢調査による本市の就業者は 23,737人で、15年前の 2005（平成

17）年では就業者は 29,358人であることから、15年間で就業者数は 5,621人の減少と

なっている。 

   また、産業大分類別人口の構成では、第１次産業と第２次産業の割合が年々減少し、

第３次産業の割合が増加し、2020（令和２）年国勢調査では就業人口の 53.5％を占め

ている。 
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 ⑵人口及び産業の推移と動向 

 

  

表１-１⑴　人口の推移（国勢調査）

【西淡地域、南淡地域】

昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

41,769 36,903 ▲ 11.65 35,072 ▲ 4.96 29,966 ▲ 14.56 25,826 ▲ 13.82 23,940 ▲ 7.30

13,670 6,275 3,859 ▲ 38.50 2,830 ▲ 26.66 2,530 ▲ 10.60

24,405 22,221 17,759 ▲ 20.08 13,748 ▲ 22.59 11,789 ▲ 14.25

うち

15歳～29歳

(a)

表１-１⑵　人口の推移（国勢調査）

【南あわじ市】

昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

64,789 57,813 ▲ 10.77 57,526 ▲ 0.50 52,283 ▲ 9.11 46,912 ▲ 10.27 44,137 ▲ 5.92

20,783 10,557 7,101 ▲ 32.74 5,760 ▲ 18.88 5,190 ▲ 9.90

38,186 36,452 31,124 ▲ 14.62 25,404 ▲ 18.38 22,362 ▲ 11.97

うち

15歳～29歳

(a)

高齢者比率

26.89 33.42 36.15

10.83 9.79

若年者比率

(b)／総数
8.98 18.28

(a)／総数
13.63

14,058 33.67

5,079 ▲ 28.71 4,319 ▲ 14.96

65歳以上
5,820 10,517 1.77

(b)

15,679 11.53 15,956

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

7,124

35.68 39.02

高齢者比率

区分

昭和50年 平成２年 平成17年 平成27年 令和２年

(b)／総数
8.84 18.75 27.86

13.15

9,215 10.39 9,341 1.37

(b)

(a)／総数

若年者比率

10.21 9.29

65歳以上
3,694 6,576 8,348 26.95

3,940

平成17年 平成27年 令和２年

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

区分

昭和50年 平成２年

2,225 ▲ 15.662,638 ▲ 33.05
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表２ 人口の今後の見通し 

 

  

区分 概要 

パターン１ 

（社人研推計準拠） 

全国の移動率が、今後も最近の傾向が続いていくとする仮定 

⇒現状の移動状況が将来的にも続くとしたパターン 

シミュレーション１ 
2030年までに合計特殊出生率が 2.1まで上昇 

⇒出生率が上昇していく試算 

シミュレーション２ 

2030年までに合計特殊出生率が 2.1まで上昇し、人口移動をゼ

ロ（均衡）とする仮定 

⇒出生率が上昇し、転入と転出による人口流出が進まない試算 

 （第２期南あわじ市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 
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⑶市町村行財政の状況 

 ア 財政の状況（南あわじ市） 

 

 

 

 

 

表１-２⑴　市財政の状況（南あわじ市）※旧西淡町、旧南淡町を含む

区分 平成22年度 平成27年度 令和２年度

歳入総額Ａ 26,721,987千円 29,735,087千円 32,873,730千円

　一般財源 19,418,367千円 19,640,052千円 19,374,635千円

　国庫支出金 2,006,607千円 2,194,600千円 7,845,510千円

　県支出金 1,772,684千円 2,702,534千円 2,210,580千円

　地方債 691,400千円 2,719,500千円 1,713,400千円

　　うち過疎対策事業債 0千円 0千円 0千円

　その他 2,832,929千円 2,478,401千円 1,729,605千円

歳出総額Ｂ 25,692,713千円 28,581,810千円 32,093,543千円

　義務的経費 12,420,899千円 11,428,861千円 11,790,838千円

　投資的経費 2,449,672千円 4,442,142千円 2,814,194千円

　　うち過疎対策事業債 0千円 0千円 0千円

　その他 10,822,142千円 12,710,807千円 17,488,511千円

　過疎対策事業費 0千円 0千円 0千円

歳入歳出差引額Ｃ
　（Ａ－Ｂ）

1,029,274千円 1,153,277千円 780,187千円

翌年度へ繰り越すべき財源Ｄ 312,065千円 193,443千円 119,108千円

　実質収支　Ｃ－Ｄ 717,209千円 959,834千円 661,079千円

財政力指数 0.47 0.41 0.40

公債費負担比率 15.8 10.8 ―

実質公債費比率 18.2 13.2 13.6

起債制限比率 13.3 7.7 ―

経常収支比率 83.9 86.4 93.2

将来負担比率 185.5 122.8 84.4

地方債現在高 38,759,508千円 36,657,896千円 31,319,361千円

※歳入歳出については普通会計（一般会計、産業廃棄物最終処分事業特別会計、ケーブルテレビ事業

　特別会計（令和元年度末で廃止））の金額。
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 イ 施設整備水準等の現況と動向 

   本市の公共施設整備水準の現況は下表のとおりとなっている。 

   公共施設については、その施設の設置目的、役割を十分検討したうえで設置するこ

とが重要であり、設置後も必要性や公益性の確認、定期的に目的や役割を点検するな

ど、必要な検討をする必要がある。 

 

 

 

 

⑷地域の持続的発展の基本方針 

 過疎地域における「持続可能な地域社会の形成」及び「地域資源等を活用した地域活力の

更なる向上」を図る。 

 本市では若年層を中心とする人口流出や少子高齢化の進行、地場産業の活性化、持続可能

な財政基盤の確立など多くの課題を抱えている。 

 一方で、風光明媚で豊かな自然や地域で受け継がれる伝統・文化などの魅力ある資源があ

り、持続可能な地域社会に向けた潜在力と可能性を秘めている。 

 本市の過疎対策については、本市施策の基本理念である「子育ての喜びが見えるまち」を

基本方針としつつ、第２期南あわじ市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付ける次のま

ちづくりを重点として各施策に取り組んでいく。 

 

 ●将来像 

 「子育ての喜びが見えるまち」 

 

 ●まちづくりの重点 

 重点１「地域ぐるみで支えあい、笑顔がたえないまち」 

 

   子育て世代や若者、高齢者を含めた各世代が、まちづくりや防災などの地域活動への

表1-2⑵　主要公共施設等の整備状況

昭和55 平成２ 平成12 平成22 令和元 令和２

年度末 年度末 年度末 年度末 年度末 年度末

市　　道

　改　良　率　（％） 49.6 52.4 53.5

　舗　装　率　（％） 87.3 89.5 89.6

農道延長　（ｍ）　 103,581 102,787 102,787

林道延長　（ｍ）　 38,418 32,253 32,253

水道普及率　（％） 97.8 98.8 99.7 99.8

水洗化率　（％） 54.4 69.2 70

区　　分

（公共施設状況調査等） 
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参加を通じて地域ぐるみで支え合い、地域の住民全てが安心して笑顔で暮らせるよう

なまちづくりをめざす。 

  

  重点２「働く場を得て、ずっと住み続けたいまち」 

     

   若者が本市にずっと住み続けたいと思えるよう、働く場や住居の充実と情報提供す

る仕組みを整え、既存産業が活性化するとともに、地域資源を活かした新たな起業機会

に恵まれたまちをめざす。 

 

 重点３「魅力と味力があふれるまち」 

   

   「ふるさとを思う心」（郷土愛）を育み、定住する次世代の若者の育成をめざすとと

もに、自然や歴史・文化など本地域が古来保有する「魅力」に加え、本地域の特色であ

る第１次産業の持つ力を「味力」と位置づけ、「魅力」と「味力」の両面から新たな価

値を創出し、観光・交流人口や関係人口の増加による活気あふれるまちをめざす。 

 

  重点４「子育て環境の向上と教育の充実」 

  

   子どもたちが安全で安心して学ぶことのできる環境を整備するとともに、より一層

子育て環境を充実させることで、各家庭がゆとりをもって子育てできるまちをめざす。 

 

⑸地域の持続的発展のための基本目標 

 〇人口に関する目標 

   目標：社会減を 2030（令和 12）年度末までに半減 

       （基準値：2024（令和６）年度末の社会増減：▲153人） 

       （目標値：2030（令和 12）年度末の社会増減：▲76人） 

       

⑹計画の達成状況の評価に関する事項 

 年度終了後、各種データを整理・評価する。 

 

⑺計画期間 

 2026（令和８）年４月１日から 2031（令和 13）年３月 31日までの５年間 

 

⑻公共施設等総合管理計画との整合 

 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 
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  本市公共施設等総合管理計画においては、以下のとおり基本方針を定めている。 

 

 公共施設等の管理に関する基本的な考え方（公共施設等総合管理計画） 

老朽化が進む公共施設等を今後も安心して使用していくためには、適切な維持修繕に

加え、時代の変化に応じた対応を図るための大きな改修工事も必要となる。インフラ施設

である道路・橋りょう、下水道も、安全性が求められることから、計画的な更新が求めら

れている。 

 公共施設等は数十年にわたり利用するもので、年数経過による更新・建替えは長期的な 

視点での判断が必要となる。公共施設の維持コストは、財政への負担も大きく、将来世代

に過度な負担を強いることがないよう、財政構造や公共施設等の利用状況等の変化を捉

え、保有量を考えていく必要がある。 

 そこで基本方針として、現在の施設保有量は、人口や財政規模は適正といえない状況で

あると認識し、将来の人口動向や財政状況を踏まえ、原則として新たな施設整備は極力抑

制するとともに、公共施設等のコンパクト化（統合・廃止・規模縮小等）を推進し、「施

設保有量の最適化」を図る。既存施設は、老朽化の状況や利用実態及び将来の需要見通し

を踏まえ、保持していくべき施設については、計画的な修繕・改修による長寿命化に努め、

「有効活用」を図る。 

 

基本方針 

① 施設保有量の最適化（適正規模の施設の保有・将来の需要見通しのある施設の保有） 

② 既存施設の有効活用の推進（将来的にも必要な施設の計画的な維持更新） 

 

本市過疎地域持続的発展計画においても、上記基本方針を踏まえ、公共施設等総合管理

計画と整合した取組を行う。 
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２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 ⑴現況と問題点 

ア 移住・定住・地域間交流の促進 

本市では、これまで進学や就職を機に都市部へ転出した若者世代が、その後市内に戻

り定住するという状況にあったが、近年は市内に戻る若者の割合が減少し、若者世代の

人口減少が進んでおり、また、未婚率の上昇や晩婚化もあって、地域における担い手不

足が顕在化している。 

本市に定住し、地域の活性化に寄与するためには、転出抑制と合わせて市外に転出し

た若者世代等のＵターンや都市部からのＪ・Ｉターンを推進することが求められるこ

とから、淡路島定住自立圏やカムバックひょうご移住促進連絡会の枠組みを活用しつ

つ、移住定住施策の情報共有など連携した取組を行う必要がある。 

加えて、四国圏域の自治体（徳島県鳴門市・香川県東かがわ市）と連携し立ち上げた

「ＡＳＡトライアングル交流圏推進協議会」において、サイクリングを中心とした交流

人口の増加を図っており、引き続き関係人口の増加を目指し、連携した取組を継続する

必要がある。 

 

イ 人材育成 

本市では、2013（平成25）年に市としてはじめてとなる４年制大学として、「吉備国

際大学地域創成農学部（現在は学部名称を変更し「農学部」）」を誘致し、地域における

人材育成、教育文化の向上、農業振興及び地域活性化を促進している。 

一方で、全国的な少子化の進展から、近年では学生数は減少しており、地方部の大学

における学生充足率も大きな課題となっている。 

 

 ⑵その対策 

 ア 移住・定住・地域間交流の促進 

・移住・定住するうえで大きな要素である住居の確保について、新築や空き家の取得・

改修等、社会情勢やニーズに応じた支援を継続する。また、田舎暮らしに関する情報

や空き家の利活用に係る相談など所掌する部署と連携を密に取り合うことで相談者

の利便性を図り、移住・定住を促進する。 

・独身男女の縁結びの場となる出会い・交流の場を創出するとともに、新婚世帯や子育

て世帯による市内での定住を促進するため、住居に係る経費や島外への通勤・通学に

係る交通費の支援を行う。 

  

イ 地域社会の担い手となる人材の育成 

・吉備国際大学生に対して、入学奨励金による支援、地域課題解決に向けた研究活動へ

の支援、先輩就農者等による講演等を実施し、当該大学を卒業した若者を本市の基幹
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である農業における「担い手」や「農」に関係する職を主として「市内への雇用」に

繋げるため、より一層の人材育成を促進する。 

  

ウ 定住自立圏等の広域的な取組 

・淡路島定住自立圏やカムバックひょうご移住促進連絡会の枠組みを活用し、移住定住

施策の情報共有などについて他市と連携した取組を図る。 

・ＡＳＡを形成する鳴門市と連携し、「鳴門海峡の渦潮」を中心に、「食・自然・アクテ

ィビティ」をキーワードとした観光資源の開発やブラッシュアップによるブランデ

ィングを図ることにより広域観光圏を構築し、交流人口・関係人口の増加を図る。 

・市内にリモートワークに対応するコワーキングスペース等を整備し、都市部の企業等

の利用促進を図る。加えて、同施設利用者と市内事業者等との交流機会を提供し、交

流人口・関係人口の増加に努めるほか、同施設利用者の移住定住へも繋げる。 

 

 （目標）  

 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

制度(※1)を利

用した移住者

数 

(人) 

246 250 250 250 250 250 1250 

空き家バンク

制度の成約件

数 

(人) 

32 35 35 35 35 35 175 

吉備国際大学

卒業生の市内

就職数 （人） 

5 9 9 9 9 9 45 

   ※１：市が実施する移住定住促進事業を活用し、島外から移住した人数 

 

 ⑶計画 

 持続的発展施策

区分 

事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業

主体 
備考 

１ 移住・定住・地

域間交流の促進、人

材育成 

⑴移住・定住 マイホーム取得事業 

 

定住促進空き家活用支援事業 

 

多世代同居・近居支援事業 

 

移住支援事業 

 

結婚新生活支援事業 

 

新婚世帯家賃補助事業 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 
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通勤・通学費助成事業 

 

奨学金等返済支援事業 

 

起業等及び空き家等活用支援事業 

 

保育士確保対策事業 

 

介護・看護人材確保対策事業 

 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 ⑵地域間交流 サイクリスト支援事業 

 

市  

  広域観光ブランディング事業 

 

市等  

  サテライトオフィス・コワーキング

スペース整備・推進事業 

 

市  

 ⑷過疎地域持続的

発展特別事業 

 地域間交流 

 

 

大学連携推進事業 

①事業内容 

 大学と地域内外の関係機関との

連携により地域課題の解決を図

る。 

②必要性・効果等 

 若者の定住と地域活性化を図る。 

 

 

 

市等 

 

  大学生等就農支援事業 

①事業内容 

 地元農家との交流や農業研修等

を実施する。 

②必要性・効果等 

 農業の担い手や農業に関する職

に繋げ、定住と地域活性化を図

る。 

 

市等  

  その他 シティプロモーション推進事業 

①事業内容 

 効果的な広報戦略、宣伝手法の確

立を図る。 

②必要性・効果等 

 情報発信における課題の洗い出

し、広報戦略の構築等によりシテ

ィプロモーションを強化する。 

市  

 

 

 ⑷公共施設等総合管理計画との整合 

  ・公共施設等総合管理計画において、当該項目に係る記載なし。 
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３．産業の振興 

⑴現状と問題点 

2020（令和２）年の国勢調査によると、産業別就業者割合は、第１次産業が22.0％、第

２次産業が20.5％、第３次産業が53.5％となっている。本市の第１次産業は、兵庫県全体

はもとより、淡路島全体の中でも就業割合は高いものの、第１次産業と第２次産業の従業

者数は減少傾向にあり、第３次産業の就業者割合が拡大している。 

また、65歳以上の高齢者の就業割合は、2015（平成27）年から2020（令和２）年にかけ

てわずかに増加しており、国平均、兵庫県平均と比較しても高い状況にある。 

広域的な連携施策として、淡路島定住自立圏共生ビジョンに基づき観光推進や淡路島

ブランドの構築といった施策に取り組んでいる。 

 

ア 農業 

西淡及び南淡地域を含め、本市は冬場も温暖な気候に恵まれ、水稲を基礎にしながら、

野菜（タマネギ、レタス、ハクサイ、キャベツなど）を組み合わせた三毛作による高度

な農地利用が行われ、全国有数の生産体制を維持してきた。 

また、近年５年間の農業総算出額は200億円を上回り推移している。2023（令和５）

年度の兵庫県全体の農業総算出額は1,677億円となっており、その内、南あわじ市は

12.7％と高い割合を占めている。 

しかしながら、基幹的農業従事者は、2020（令和２）年は4,562人と、2000（平成12）

年と比較すると30.7％減少、総農家数で見ても、2020（令和２）年は3,462戸と、2000

（平成12）年と比較すると32.5％減少しているなど、農業従事者も高齢化し、後継者不

足が顕著である。加えて、就業者数及び農家戸数の減少により、耕作放棄田が増加して

おり、放棄地の解消と有効利用による再生・生産を目指していく必要があり、本市の農

業の維持発展のためには、「認定農業者」「新規就農者」「集落営農組織」及び「農業支

援サービス事業体」といった担い手育成が重要となっている。 

また、有害鳥獣の生息域拡大に伴い、農作物の被害が拡大し、有害鳥獣の捕獲、効率

的な防止柵設置等が急務となっている。 

さらに、松林群については、防風・防砂林や魚つき保安林、景勝地として重要な役割

を担っており、減少傾向にある松林群の保全に努める必要がある。 

 

イ 水産業 

西淡及び南淡地域の水産業においては、播磨灘や鳴門海峡といった良質な漁場を有

しており、鳴門海峡のマダイ、沼島のハモや一本釣りのアジなど新鮮な魚介類が数多く

水揚げされるとともに、養殖漁業も盛んで、淡路島３年とらふぐや淡路島サクラマスが

高い評価を受け、京阪神や東京・豊洲の魚市場に出荷されている。 

しかしながら、地球温暖化や栄養塩類の減少に伴う漁獲量の変動、魚価の低迷により、
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漁獲高は、1993（平成５）年では約50億円だったが、2005（平成17）年には約24億円と

半減し、以降も2015（平成27）年では約20億円、2024（令和６）年では約19億円とさら

に減少した。 

また、漁業就業者数（組合員数）は、2020（令和２）年は389人と、2010（平成22）

年と比較すると約28％減少しており、漁業従事者は高齢化し、後継者不足が顕著になっ

ている。 

このため、水産業の振興に向けては、海底環境改善等による「豊かな海」を取り戻し

ながら、水産資源の維持増大を図るためのつくり育てる漁業への移行や、地場水産物の

さらなるブランド化による魚価の向上、漁業経営の多角化や６次産業化による新たな

漁業従事者の確保といった取組が重要となっている。 

 

ウ 商工業 

（商業） 

西淡及び南淡地域の商業については、主要地方道福良江井岩屋線沿道での大規模小

売店舗の立地はあるものの、既存の商店街や小規模小売店は減少傾向にあり、かつての

商店街の活気は消え、人も消えるなど、空き店舗や空き家が増加し、寂れつつある。 

また、インターネットによる通信販売の拡大など消費者の購買形態の変化などもあ

り、中小・小規模事業者を取り巻く環境は一層厳しさを増している。 

このような状況の中、事業を継続・発展させていくためには、空き店舗や空き家利活

用の促進、起業家への支援などをはじめ、事業者自らが持続的で健全な経営を果たすた

めの、経営革新への取組や環境変化に即応できる経営体質・経営力強化への取組に対す

る支援が求められている。 

（工業・製造業） 

西淡及び南淡地域においては、「淡路瓦」や「淡路手延素麺」をはじめ伝統を誇る地

場産業、ワカメやちりめんなどの水産食料品製造業が中心となっている。 

一方で、2018（平成30）年における従業者総数は2,914人、事業所数は118事業所、製

造品出荷額は575億となっており、2000（平成12）年の数値（それぞれ4,751人、324事

業所、973億円）と比較すると大幅に減少している。 

特に、淡路瓦の生産については、住宅の欧風化や阪神・淡路大震災を受けた瓦離れな

どから、出荷量は減少傾向にあり、また、就業者の高齢化や後継者不足が顕著となって

いる。 

そのため、瓦に係る新たな機能開発や技術向上、担い手の確保・育成への取組が求め

られている。 

 

エ 観光業 

本市は豊かな自然・環境・史跡など各所に風光明媚な観光資源を有し、当該資源を活
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用した様々な体験型観光の促進、多様な広報手段を活用した交流人口の拡大を促進し

ている。 

本市の観光入込客数は、コロナ禍以降約250万人前後で推移しており、宿泊客は40万

人前後と横ばいで推移している。 

西淡及び南淡地域においては、鳴門海峡の渦潮をはじめ、灘黒岩水仙郷、慶野松原、

海釣り公園、海水浴場、キャンプ場、温泉など豊かな地域資源と魅力ある集客施設の相

互連携による観光振興を図っている。 

特に2015（平成27）年には、日本最古級の菱環鈕（りょうかんちゅう）式銅鐸など紀

元前に製作された古式銅鐸が発見されたほか、2016（平成28）年には、淡路島の文化・

伝統を語る「国生みの島・淡路」が日本遺産として文化庁より認定を受け、今後、日本

遺産を通じての誘客も期待される。 

他方、近年の観光ニーズが「団体旅行」から「個人旅行」へ、「遊覧型」から「参加・

体験型」「長期滞在型」への変化が見られ、多様化・高度化が進んでいる。 

これらを踏まえ、既存の観光資源の磨き上げや更なるブランド化、各種資源との融

合・連携に加え、新たな観光資源の効果・効率的な活用を図り、ターゲット層を踏まえ

た戦略的な情報発信などに取り組んでいく必要がある。 

 

⑵その対策 

ア 農業 

・農業生産力の向上を図るため、ほ場、関連農道等生産基盤の整備を進めるとともに、

ＩＣＴの活用をはじめとした農業振興事業を実施する。 

・農村地域の活性化や世代間交流促進のため、農地・農業用水等の資源の保全管理活動

や農村環境の保全活動、水路・農道等の施設の長寿命化のための補修・更新等の取組

を支援する。 

・集落の未来設計図である地域計画の策定・更新を通じ、多様な担い手確保・育成支援

を進める。 

・特に就農を希望する若者が不安なく就農へ踏み切ることができ、将来の地域農業のリ

ーダーとしても活躍できるよう、農業の担い手育成や法人化など多様な担い手支援

を推進する。 

・若い世代の農業経営への参画や、後継者育成を支援するとともに、若い世代の農業従

事者同士の連帯を深められる活動の場の創出をサポートする。 

・第１次産業従事者の所得向上に向け、生産だけでなく、自ら生産した農畜水産物を活

用した新商品開発等の６次産業化や農商工連携への取組を支援する。 

・農畜水産物、地場産品のブランド化やブランド保護政策を推進しつつ、消費拡大やＰ

Ｒ、地産地消の取組を支援する。またその拠点としての直売所（美菜恋来屋）の機能

拡充を図る。 
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・畜産業の発展を図るため、乳・和牛の増頭、乳質改善等を進める。 

・鳥獣害被害防止のため、侵入防止柵の設置や猟友会と連携した有害鳥獣の捕獲を重点

的に実施する。 

・松林群の保全のため、薬剤散布による防除や枯れ症状のある松の伐倒駆除を実施す

る。 

 

イ 水産業 

・豊かな海の再生をめざし、魚礁や築いそ、種苗放流等の従来事業に加え、藻場造成や

底質改善等を実施する。 

・漁港機能の保全、長寿命化に努め、漁業生産基盤の維持・強化を図る。 

・鯛、鱧を中心に、漁獲物の販路拡大及び付加価値向上に取り組む。 

・交流人口の増大や水産物などの販売を推進し、漁業従事者の所得確保、新たな担い手

の確保に努める。 

・国内外へ本市水産物のＰＲを積極的に行うとともに、観光客等による消費を拡大し、

地産地消を強化する仕組みを構築する。 

 

ウ 商工業 

・淡路瓦利活用の奨励促進や淡路手延素麺の効果的なＰＲによるブランド力の強化と

品質の維持・向上等による地場産業の経営基盤の強化と新たな発展を図る。 

・後継者不足を解消するための後継者の育成や技術向上への取組を支援する。 

・商工業制度融資利子補給金や商工会事業、起業・創業などの取組を支援し、経営の安

定と健全な発展を図る。 

・空き店舗の利活用や地域消費者の利便性向上を目指し、賑わいのある商店街づくりを

進める。 

・コワーキングスペースの整備等を通じて、ワーケーション環境の充実を図り、情報通

信産業等が進出しやすい環境整備を図る。 

 

エ 観光業 

・「参加・体験型」「長期滞在型」の観光を進めるため、着地型観光コンテンツの造成や

観光資源の磨き上げを行うほか、ガイドの育成に取り組み、付加価値の高い観光商品

づくりに取り組む。 

・観光客に快適かつ健康に滞在していただくため、老朽化した観光施設等の改修や温泉

を活用した観光施策を進める。 

・観光客に自然や景観、温泉など魅力ある観光施設等を効率よく周遊していただくた

め、観光パンフレットや案内看板の充実、多言語化への対応など観光客ニーズに応じ

た適切かつ効果的なに取組を進める。 
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・大鳴門橋自転車道の完成を見据え、観光客の受け入れ環境整備や周辺施設利用者の満

足度及び利便性向上を図る。 

・本市の良質な農畜水産物と観光の連携、ブランド力向上による相乗効果を創出し、「世

界一の食の島」としての確立を目指す。 

  

オ 広域的な連携 

・産業の振興については、淡路島定住自立圏における淡路島３市の連携をはじめ、神戸

市との連携やＡＳＡトライアングル交流圏推進協議会など、他自治体との広域的な

連携に取り組む。 

 

（目標） 

 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

総農家数（戸） 2,583 2,547 2,511 2,475 2,439 2,402 － 

総漁家数（戸） 367 360 352 345 338 330 － 

創業件数（件） 32 35 38 41 44 47 － 

観光入込客数 

（万人） 
260 265 270 275 280 285 － 

 

⑶計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

２ 産業の振興     

 ⑴基盤整備    

 農業 西淡及び南淡地域ため池整備事業 

 

市等  

  水産業 栄養塩供給・底質改善事業 

 

市  

  地域栽培養殖中間センター整備事業 

 

市  

 ⑵漁港施設 漁港漁場整備事業 

 

市  

  漁港改修・修築事業 

 

市  

 ⑶経営近代化施設    

  農業 西淡及び南淡地域ほ場整備事業 

 

県、市  

  西淡及び南淡地域コンクリート畦畔事業 

 

市等  

 ⑷地場産業の振興 

流通販売施設 

 

食の拠点施設整備事業 

 

市 

 

 ⑺商業    

  共同利用施設 ゆとりっく施設改修事業 

 

市  

 ⑼観光又はレクリエ

ーション 

浮体式多目的公園改修事業 

 

市  

  慶野松原海岸周辺整備事業 

 

市  
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  ふるさと活性化センター改修事業 

 

市  

  足湯施設改修事業 

 

市  

  灘黒岩水仙郷改修事業 

 

市  

  大鳴門橋周辺環境整備事業 

 

市  

  元神戸大学海洋実習施設利活用事業 

 

市  

 ⑽過疎地域持続的発

展特別事業 

   

  第１次産業 野菜産地振興事業 

①事業内容 

 良質堆肥を投入することで地力を高め

る取り組みを支援する。 

②必要性・効果等 

 高品質な野菜の安定生産を図る。 

 

市等 

 

 

  中山間地域等直接支払事業 

①事業内容 

 中山間地域の集落等が取り組む農地管

理と生産維持の取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 多面的機能の確保及び地域活性化を図

る。 

 

市等  

  「集落の設計図」策定支援事業 

①事業内容 

 地域の未来設計図（地域計画）の策定・

更新に向けた取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 地域農業の課題解決を図る。 

 

市等  

  多様な担い手の確保・育成支援事業のう

ち、未来の担い手確保・育成支援事業 

①事業内容 

 吉備国際大学生等の農業研修の実施や

就農相談会への参加、親方農家研修会

の開催等の取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 新規就農者の確保・育成により産地の

維持・発展を図る。 

 

市等  

  多様な担い手確保・育成支援事業のうち

農業グループ等支援事業（女性農業グル

ープ支援） 

①事業内容 

 女性農業者の研修会や新商品開発、販

路拡大などの取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 女性の感性を活かした多様な農業活動

により産地の活性化を図る。 

 

市等  

  ベジタブルアイランド推進事業 

①事業内容 

市等  
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 ニーズのある野菜等の新たな作物づく

りを支援する。 

②必要性・効果等 

 多品目の野菜等が生産されることによ

る地産地消の取組強化を図る。 

 

  優良和牛自家保留事業 

①事業内容 

 優良和牛の自家保留等を支援する。 

②必要性・効果等 

 優良繁殖和牛の頭数増により畜産経営

の安定を図る。 

 

市等  

  酪農振興事業 

①事業内容 

 北海道牛の導入や乳質向上等への取組

を支援する。 

②必要性・効果等 

 優良な乳牛導入等により酪農経営の安

定化を図る。 

 

市等  

  有害鳥獣対策事業 

①事業内容 

 防護柵設置や捕獲活動を支援する。 

②必要性・効果等 

 農作物への鳥獣被害の軽減を図る。 

 

市等  

  松くい虫防除事業 

①事業内容 

 健全な松林群の保全のため松くい虫の

防除、枯れ松の伐倒駆除等を行う。 

②必要性・効果等 

 健全な松林群の保全により景観や防災

機能の維持を図る。 

 

市  

  離島漁業再生支援交付金事業 

①事業内容 

 種苗放流等の生産性向上に関する取組

を支援する。 

②必要性・効果等 

 漁場の生産力向上や地域漁業の活性化

を図る。 

 

漁協  

  水産多面的機能発揮対策事業 

①事業内容 

 海底耕運や漂着物清掃等の取組を支援

する。 

②必要性・効果等 

 底質改善等により漁場環境の改善を図

る。 

 

漁協  

  漁場改良事業 

①事業内容 

 河川浚渫土を発揚した養浜およびモニ

タリング調査を実施する。 

②必要性・効果等 

市  
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 底質改善等により漁場環境の改善を図

る。 

 

  福良湾環境保全事業 

①事業内容 

海底ヘドロ等の影響による悪化が懸念

される福良湾の漁場環境の改善に向け

た底質改善等の各種取組を推進する。 

②必要性・効果等 

底質改善による漁場環境の改善と水産

資源の増大を図る。 

 

市等  

  藻場造成事業 

①事業内容 

鉄鋼スラグ人口石等を活用した藻場礁

の設置を実施する。 

②必要性・効果等 

藻場の造成による漁場環境の改善と水

産資源の増大を図る。 

 

市等  

 商工業・６次産業化 

 

産業活力アップ起業支援事業 

①事業内容 

 起業時の事務所開設費や起業後経費に

対して支援する。 

②必要性・効果等 

 市内での起業促進による地域経済活性

化及び雇用確保を図る。 

 

市等  

  観光 にぎわいづくり事業 

①事業内容 

 観光事業者、商工団体、ＮＰＯ法人等が

協働する観光ＰＲ等の取組を支援す

る。 

②必要性・効果等 

 交流人口の増加による観光振興を図

る。 

 

市等  

  食の街区形成事業 

①事業内容 

空き家を活用して飲食店等を誘致・集

積する。 

②必要性・効果等 

飲食店の集積等による街区形成により

空き家利活用による観光振興を図る。 

 

市等  

  陸の港西淡を拠点とした観光振興・地域

活性化事業 

①事業内容 

 陸の港西淡を適切に維持管理し、利用

者の利便性向上を図るとともに、特産

品の販売拡大や魅力発信等拠点機能の

強化に取り組む。 

②必要性・効果等 

 利便性向上により観光交流人口の増加

を図る。 

 

市  
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  海水浴場維持管理事業 

①事業内容 

 海水浴場の施設管理・運営を適切に行

う。 

②必要性・効果等 

 利便性向上により観光交流人口の増加

を図る。 

 

市  

  観光協会補助金 

①事業内容 

 観光客誘致や広報宣伝、観光基盤整備

等の取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 観光協会の取組により観光交流人口の

増加を図る。 

 

市  

  観光協会負担金 

①事業内容 

 観光協会事務局の体制強化や関西圏・

首都圏向け誘客促進等の取組へ負担金

を支出する。 

②必要性・効果等 

 淡路島総合観光戦略に基づき観光交流

人口の増加を図る。 

 

市  

  食のエリア形成負担金 

①事業内容 

 神戸市と淡路島が食のエリアとして連

携し、インバウンドをはじめとした観

光客を誘致する。 

②必要性・効果等 

 神戸空港国際線就航などを踏まえ、神

戸市との連携により淡路島への誘客を

図る。 

 

市等  

  海釣り公園維持管理事業 

①事業内容 

 海釣り公園の維持管理を適切に行う。 

②必要性・効果等 

 利用者の利便性向上及び安全確保を図

る。 

 

市  

  伊毘うずしお村維持管理事業 

①事業内容 

 伊毘うずしお村の維持管理を適切に行

う。 

②必要性・効果等 

 利用者の利便性向上及び安全確保を図

る。 

 

市  

  企業誘致 空き床等活用支援事業 

①事業内容 

 企業等が事業用建物の空き床へ入居す

る際の改修費を補助する。 

②必要性・効果等 

市内への企業誘致を促進する。 

市  



22 

 

 

  オフィス立地促進賃料補助 

①事業内容 

 企業等が賃貸借により市内事業所建物

等へ入居する際の賃借料を補助する。 

②必要性・効果等 

 市内への企業誘致を促進する。 

 

市  

  企業誘致奨励事業 

①事業内容 

 企業等が施設を新設又は拡張した際に

雇用奨励金の支給、固定資産税の減免

を実施する。 

②必要性・効果等 

 市内への企業誘致を促進する。 

 

市  

  学校跡地利活用支援 

①事業内容 

 企業等が行う学校跡地利活用の取組を

支援する。 

②必要性・効果等 

 市内への企業誘致を促進する。 

 

市  

  その他 淡路瓦屋根工事補助金 

①事業内容 

 淡路瓦を屋根工事に使用した個人住宅

の施工費の一部を補助する。 

②必要性・効果等 

 淡路瓦の施工により地場産業の振興を

図る。 

 

市  

  地場産業（淡路手延素麺）支援事業補助金 

①事業内容 

 淡路素麺ブランドの強化を図るＰＲ経

費の一部を補助する。 

②必要性・効果等 

 知名度向上により地場産業の振興を図

る。 

 

市  

  商工会補助金 

①事業内容 

 商工業者の経営や技術改善などを支援

する商工会活動費用の一部を補助す

る。 

②必要性・効果等 

 商工業者への支援により商工業の振興

を図る。 

 

市  

 

⑷産業振興促進事項 

ア 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興 

促進区域 
業種 計画期間 
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西淡及び南淡

地域 

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、

情報通信サービス業等 

2026（令和８）年４月１日～ 

2031（令和13）年３月31日 

 

イ 上記業種の振興を促進するために行う事業の内容 

・⑵及び⑶に記載のとおり。 

 

 

⑸公共施設等総合管理計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、「定期的な点検・診断に基づき計画的に補修を行

う予防保全型維持管理の実施を徹底することにより、公共施設等の健全な状態を維

持しながら長期使用を図り、ライフサイクルコストの縮減、修繕・更新費用の平準化

と財政負担の抑制を目指す。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「経年劣化の進行は、建物の構造躯体、内外装、

設備等の部位により差があるため、躯体部分については適切な時期に大規模改修工

事の実施、躯体以外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的に行うこと

によって性能・機能の維持を図る。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「本市では海釣り公園２施設を設置しているが、

いずれも供用開始から30年以上経過しており、今後費用対効果や施設の統廃合・集約

を視野に入れながら計画的な維持管理を行う。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「バイオマス利活用施設については、本市の主要

農産物である玉葱の残さ処理施設として建設されたが、経年劣化が著しく、修繕費の

抑制等に努めるとともに、施設更新は行わず民間の類似施設への移行を検討する。」

としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を

行う。 
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４．地域における情報化 

 ⑴現況と問題点 

情報化の推進 

   過疎地域においては、生活の利便性向上や地域基盤の維持・発展のための地域環境整

備を図るうえで、情報通信技術（ＩＣＴ）の利活用は有効な手段のひとつである。ＩＣ

Ｔサービスの急速な進展からスマートフォン等の携帯端末も急速に普及し、市内では

過疎地域においても、市街地と格差無く高速ブロードバンドサービスを利用できる。今

後もこの環境を維持し、効果・効率的な利用を図っていく必要がある。 

 

 

 ⑵その対策 

 情報化の推進 

  ・住民への市政情報や防災情報の迅速かつ広範囲への周知を図るため、転入世帯等へ戸

別受信機の貸与を継続して案内する。また、災害発生時に備え、防災行政無線ネット

ワークなどを適切に維持管理する。 

  ・沼島における重要な情報インフラである灘沼島間の海底光ファイバケーブルを引き

続き適切に維持管理し、安定的な沼島地区への情報提供体制を維持する。 

 

 

 （目標）  

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

地域にお

ける超高

速ブロー

ドバンド

の世帯カ

バー率 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

防災行政

無線戸別

受信機の

設置率 

70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 
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 ⑶計画 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業

主体 
備考 

３ 地域における情報

化 

⑴電気通信施設等情報

化のための施設 

防災行政用無線施設 

 

 

防災行政無線管理事業 

 

 

 

市 

 

 ⑵過疎地域持続的発展

特別事業 

情報化 

 

 

財産管理事業（海底光ファイバ

ケーブルの維持管理） 

①事業内容 

 海底光ファイバケーブルの

維持管理を適切に行う。 

②必要性・効果等 

 沼島地区への安定的な情報

提供体制を維持する。 

 

 

市 

 

 

 

 ⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、当該項目に係る記載なし。 
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５．交通施設の整備、交通手段の確保 

 ⑴現況と問題点 

 ア 道路 

   道路については、舗装や橋梁の老朽化が問題となる中、安全な通行確保のため効率的

な舗装修繕や長寿命化計画に基づく橋梁修繕などの維持管理が強く求められる。また、

道路新設や狭隘道路の拡幅、通学路の安全対策（歩道設置・グリーンベルト設置等）、

近年増加しているサイクリストに配慮した道路などの環境整備が求められている。 

   2020（令和２）年度末時点での道路改良率は 53.5％、舗装率は 89.6％であり、今後

も引き続き道路整備を進めていく必要がある。 

   また、本市が管理する橋梁は 2023（令和５）年度末時点で 717 橋あり、うち西淡地

域では 226橋、南淡地域では 249橋ある。今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替

え・集約撤去に対応していく必要がある。 

   さらに、沿岸部においては南海トラフ地震による津波災害が想定されており、防災イ

ンフラとして避難路の整備を進めていく必要がある。 

 

 イ 交通手段の確保 

   自家用自動車中心の市内交通環境において、子どもや高齢者など車を運転できない

人々も公共交通などを利用し、必要な活動をできるだけ不便なく行うことができる環

境づくりが求められている。 

   西淡及び南淡地域では、域内を循環するコミュニティバスが西淡地域で西循環線と

して１日 15便、北循環線（松帆ルート）として１日４便、南淡地域で南北幹線として

１日 16便、南循環線として１日 12便を定期運行している。また、市域を跨ぐ路線バス

が、西淡地域では長田・鳥飼線として１日 20便、南淡地域では縦貫線として１日 28便

を定期運行している。さらに南淡地域では、離島である沼島と淡路島を結ぶ海上交通と

して沼島汽船があり、１日 20便を定期運航している。 

   交通手段が車と船に限られる本市においては、市民生活における利便性を追求し続

ける取組が必要不可欠であり、また、これら事業の健全運営に資する利用者の増加に取

り組んで行く必要がある。 

 

 ⑵その対策 

 ア 道路 

  ・市道舗装について、損傷、劣化状況等を適宜把握し、効率的な維持管理を行う。また、

道路橋についても長寿命化計画に基づき修繕を実施し安全な通行空間の確保を行う。 

・狭隘な道路や視距不良の交差点など、通行に支障がある市道については、状況に応じ

た道路整備を検討し、通学路の安全対策については、通学路安全推進会議や合同安全

点検の結果を踏まえて必要な対策を行う。 
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  ・ほ場整備事業に関連する農道整備を引き続き行う。 

  ・広域農道の全線開通に向け、未整備部分の工事の施工及び維持管理に県と連携して取

り組む。 

  ・自治会等が行う避難経路整備を引き続き支援しつつ、避難路等防災基盤の整備を図る。 

 

 イ 交通手段の確保 

  ・市域内の公共交通について、定時定路線型とデマンドタクシー、自家用有償旅客運送

等、生活に即した地域の移動ニーズにきめ細かに対応を講じることなどにより、継続

的な市民生活の利便性向上を図る。 

  ・市域を跨ぐ路線バスについて、淡路島地域公共交通計画に基づき、事業者及び関係市

と協議を重ね、協働して利便性の向上を図る。 

・海上交通を活用した観光・交流人口の拡大について、対岸の陸上交通や観光施設、観

光案内所や旅行代理店と連携して取り組む。 

 

 

 （目標）  

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

舗装修繕

面積（㎡） 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

道路橋梁

修 繕 数

（橋） 

3 3 3 3 3 15 

公共交通

利用者数

（人） 

421,300 425,400 429,500 433,600 437,700 2,147,500 

 

 

 ⑶計画 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

４ 交通施設の整備、

交通手段の確保 

⑴市町村道 

道 路 

 

道路整備事業 

・湊伊加利線 L=170ｍ W=5.0ｍ 

・津井伊加利線 L=600ｍ W=5.0ｍ 

・松帆 45 号線 L=500ｍ W4.0ｍ 

 

市 
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・松帆 55 号線 L=110ｍ W=5.0ｍ 

・松帆 125 号線 L=330ｍ W=6.0ｍ 

・阿那賀 17 号線 L=120ｍ W=5.0ｍ 

・志知 12 号線 L=150ｍ W=4.0ｍ 

・福良 37 号線 L=50ｍ W=4.0ｍ 

・鍛治屋鹿の子線 L=200ｍ W=6.0ｍ 

・賀集 12 号線 L=180ｍ W=5.0ｍ 

・阿万 88 号線 L=150ｍ W=5.0ｍ 

・阿万 134 号線 L=2,700ｍ W=4.0ｍ  

・東町地野線 L=80ｍ W=5.0ｍ 

・創設市道（片田地区） L=320ｍ 

  W=5.0ｍ 

・阿万 173 号線 L=800ｍ W=5.0ｍ 

 

  道路修繕事業 

 

舗装修繕事業 

市 

 

市 

 

 

 橋りょう 橋梁修繕事業 

 

市  

 ⑵農道 農道整備事業 

 

市  

 ⑹自動車等 

 自動車 

 

デマンドタクシー運行事業 

 

 

市 

 

 ⑼過疎地域持続的

発展特別事業 

 公共交通 

 

 

コミュニティバス運行事業 

①事業内容 

 コミュニティバスを運行する。 

②必要性・効果等 

 市民等の交通手段を確保する。 

 

 

 

市 

 

  地方路線バス運行対策事業 

①事業内容 

 民間路線バスの運行費を補助す

事業者  
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る。 

②必要性・効果等 

 市民等の交通手段を確保する。 

 

  離島航路確保事業 

①事業内容 

 離島航路の運営費を補助する。 

②必要性・効果等 

 離島住民の生活航路等を維持確保

する。 

 

事業者  

  離島航路施設整備事業 

①事業内容 

 灘・沼島ターミナルセンターの適

切な維持管理を行う。 

②必要性・効果等 

 沼島汽船利用者の利便性向上を図

る。 

 

市  

  デマンドタクシー運行事業 

①事業内容 

 デマンドタクシーの運行可能性を

検討する。 

②必要性・効果等 

 地域の移動ニーズにきめ細やかな

対応を図る。 

事業者  

 

 

 ⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、橋梁については、「市民の安全で快適な生活環境に

結び付いたものであり、「道路橋長寿命化修繕計画」に基づき、補修保全を計画的・効

率的に実施します。」とし、道路については、「市民、地域と行政が共同作業にて維持管

理していくことが望ましく、行政として一定の支援を行うなど、地域で行うインフラメ

ンテナンスのあり方を検討・実施します。」としている。 

 ・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を行

う。 
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６．生活環境の整備 

 ⑴現況と問題点 

 ア 住宅 

   公営住宅については、既存ストックの効率的かつ円滑な更新を図るため、「南あわじ

市公営住宅等長寿命化計画」を策定し計画的に改善事業を進めてきた。老朽化した公営

住宅については、用途廃止を進めるとともに、その他の公営住宅については改善、維持

保全等の適切な手法による効率的な供給を促進し、良質な公営住宅の提供を図る必要

がある。 

 

 イ 汚水処理 

   本市の下水道は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事

業の３事業が単独下水道として供用開始されている。各下水道事業の集合処理では、

2016（平成 28）年度より統廃合事業を行い、現状では 14 処理区 18 処理場を有し、整

備率は 93.3％となっている。 

   西淡及び南淡地域においては、特定環境保全公共下水道事業や漁業集落排水事業が

供用開始されている。 

   今後、人口減少や施設の老朽化が進行する状況において、長期的な視点による下水道

事業の経営の効率化・健全化が求められ、経営基盤の強化や財務マネジメントの向上等

に的確に取り組んで行く必要がある。 

   生活排水処理については、沼島では漁業集落排水整備事業により平成８年に供用開

始され、島内で完全処理されている。 

   ごみについては、沼島地域では、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみを淡路島側へ移送

し処理しており、生活衛生環境の保全に努めているが、物資輸送と同様に輸送を担って

いる民間事業者の代替となる手段の確保が課題となっている。 

    

 ウ 廃棄物の処理 

   大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済から、無駄を抑え、環境負荷を低減し、持

続可能な循環型社会を形成していく必要がある。 

   本市では、ごみの減量化を図るため、家庭用のごみを有料の指定ごみ袋により収集し

ており、可燃ごみは洲本市・南あわじ市衛生事務組合の「やまなみ苑」、不燃ごみは淡

路広域行政事務組合の「粗大ごみ処理場」で処理を行い、玉葱残さについては、排出者

によりバイオマス利活用施設等へ搬入し処理を行っている。 

   また、建設廃材（瓦・スレート）や陶器くずなどは、西淡地域の産業廃棄物最終処分

場で受け入れを行っている。 

沼島地域においては、不燃ごみ（産業廃棄物）が島外処分されているため、家屋の改

築時等における廃材処分費については、海上輸送費等の個人負担が大きくなっている。
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人口及び世帯数の減少による廃家屋や空き家も近年増加し、長年放置されることによ

り危険空家となるケースが増加している。 

 

エ 資源循環産業体系確立への取組 

本市は、淡路島たまねぎをはじめ、露地野菜の生産が盛んな地域であることから、大

量に発生する野菜残さ及び下水汚泥の処理に苦慮している。 

このため、これらの廃棄物を地域に賦存するバイオマス資源と位置づけ、再生可能エ

ネルギーや堆肥化する資源循環を図るため、2020（令和２）年度に「南あわじ市資源循

環産業体系マスタープラン」を策定し、今後事業化することによって、再生可能エネル

ギーの創出と利用促進、温室効果ガス排出量の削減を目指す。 

 

 オ その他 

   本市火葬場「南あわじ市斎苑 桜花の郷」は、2023（令和５）年４月 1日より供用開

始し、民間事業者への指定管理により運営している。指定管理者と調整を図りながら、

機器補修及び場内管理など適正かつ効率的な維持管理を行っている。 

 

 ⑵その対策 

 ア 住宅 

  ・南あわじ市公営住宅等長寿命化計画に基づき住宅改修を進め、良質な公営住宅の維

持に努める。また入居戸数が少数になった団地については、転居の検討を行ってい

ただき、転居後は建物の解体及び用途廃止を進める。 

 

 イ 汚水処理 

  ・南あわじ下水道事業経営戦略に基づき、企業の健全経営に向け、積極的な加入促進に

よる接続率の向上や使用料等の適切な徴収などによる財源確保の安定化を図る。 

  ・特定環境保全公共下水道事業や漁業集落排水事業において、ストックマネジメント事

業、排水施設機能強化事業を実施することにより、施設全体の更新事業費の最適化を

図る。 

 

 ウ 廃棄物の処理 

  ・一般廃棄物のリサイクルを推進し、ごみの減量化を図る。 

  ・玉葱等の野菜残さについては、堆肥化等により資源循環を推進する。 

  ・広域ごみ処理施設の整備を推進する。 

 

エ 資源循環産業体系確立への取組 

・資源循環産業体系マスタープランに基づく、下水道処理場併設型メタン発酵施設及び
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堆肥化施設の整備を図る。 

 

 オ その他 

  ・火葬場については、機器補修及び場内管理など適正かつ効率的な運営を図る。 

 

 （目標）  

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

可燃ごみ処理

量（ｔ） 
12,269 12,076 11,881 11,703 11,638 

汚水処理人口

普及率（％） 
91.1 91.7 92.3 92.9 93.4 

 

⑶計画 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

５ 生活環境の整備 ⑵下水処理施設 

 公共下水道 

 

下水道事業（公共下水道） 

 

 

市 

 

  その他 下水道事業（漁業集落排水） 

 

市  

  資源循環産業体系構築事業 

 

市  

 ⑶廃棄物処理施設 

 ごみ処理施設 

 

リサイクルセンター整備事業 

 

 

市 

 

   ごみ処理施設整備事業 

 

市  

  その他 資源循環産業体系構築事業 

 

市  

  バイオマス利活用フロンティ

ア整備事業 

 

市  

 ⑸消防施設 消防施設・設備整備事業 

 

市  

 ⑺過疎地域持続的発展    
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特別事業 

 環境 

 

沼島リサイクルセンター維持

管理事業 

①事業内容 

 沼島リサイクルセンターの

維持管理を適切に行う。 

②必要性・効果等 

 沼島地区から排出される一

般廃棄物の減量化と資源循

環の推進を図る。 

 

 

市 

  合併浄化槽設置補助金 

①事業内容 

 合併浄化槽の設置に対して

補助金を交付する。 

②必要性・効果等 

 下水道処理区域外の生活環

境改善及び公共水域の水質

改善を図る。 

市  

 

 ⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、「既存の公営住宅については、長寿命化を考慮した

適正な維持補修を計画的に行います。また、施設の耐震性能や耐用年数から優先順位を

定め、長寿命化計画等に基づき、計画的に修繕・集約化を図り、市営住宅ストック総量

の縮減を図っていきます。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「下水道事業については、今後は、効率的な事業の

運営の観点から、人口規模に応じた生活排水処理施設への再編計画「下水道事業統廃合

基本計画」を策定し、2024（令和６）年度整備完了予定で進めます。「ストックマネジ

メントを踏まえた下水道長寿命計画」を策定し、計画的かつ効率的な施設の改築・更新

を行い改築事業費の縮減を図ります。」としている。 

 ・公共施設等総合管理計画において、「バイオマス利活用施設については、本市の主要農

産物である玉葱の残さ処理施設として建設されましたが、経年劣化等による故障も多

くなってきており、日々の清掃、整備を強化し、引き続き修繕費の抑制に努めていきま

す。今後は、メタン発酵施設の再検討、既存バイオマス施設の改善、一般的な堆肥施設

の新設、新技術の検討など資源循環産業体系のあり方に関して総合的な見直しを行い、

様々な手法をあらゆる角度から検討します。」としている。 
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・公共施設等総合管理計画において、「火葬場については、指定管理者と調整を図りなが

ら、機器補修及び場内管理など適正かつ効率的な維持管理を実施します。」としている。 

 ・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を行

う。 
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７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 ⑴現況と問題点 

 ア 子育て支援 

   近年のデジタル化の急速な進展と、少子化や核家族化、共働き家庭の増加が進んだこ

とにより、近隣関係の希薄化など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐる環境が一層変化

し、子育てに対する負担感や孤独感を感じる親が増加するなど、子どもの健全な育成に

大きな影響を与えている。そのような中で、子どもが健やかに成長できるよう地域で支

え合うことの重要性が益々高まってきている。 

   このため、母親の多様な働き方に対応した子育て支援サービスの提供や、父親の育児

参加への意識を高めていくなど、子育て環境が変化する中で、多様化していく保護者の

ニーズに対応すべく、保育士の確保や施設整備といった事業体制・サービスの充実を図

る必要がある。 

一方で、児童を受け入れる施設に関し、減少傾向にある児童数の状況も踏まえながら、

既存施設の老朽化対策や施設の有効利用と適正規模での運営を図るための計画的な施

設整備のあり方を検討しつつ、教育・保育環境の充実に取り組む必要がある。 

 

 

出産祝金支給状況 （件）

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

　第１子 87（35.8％） 76（34.9％） 64（32.7％） 74（40.9％） 69（41.8％）

　第２子 98（40.3％） 75（34.4％） 70（35.7％） 67（37.0％） 62（37.6％）

　第３子以降 58（23.9％） 67（30.7％） 62（31.6％） 40（22.1％） 34（20.6％）

合計 243 218 196 181 165

　うち西淡 29 41 23 25 22

　うち南淡 77 61 53 51 38

（南あわじ市資料）

教育・保育施設の分布一覧

小学校区
保育所

地域型保育
認定こども園 幼稚園 小学校区

保育所
地域型保育

認定こども園 幼稚園

松帆
松帆北
松帆南

倭文 倭文

湊 湊 広田 広田

辰美 伊加利 津井 榎列 榎列

西淡志知 志知

賀集 賀集

福良 福良 市 市

阿万 阿万 神代 神代

北阿万 北阿万 さゆり 三原志知 志知

沼島 ぬしま

八木
すくすく
翁寿園

八木

（南あわじ市資料）
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 イ 介護サービスの確保及び充実 

   高齢者ができる限り住み慣れた地域で、能力に応じて自立した日常生活を営むこと

を可能としていくためには、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用することを

前提に、医療、介護、予防、住まい及び自立に向けた生活への支援を包括的に確保する

「地域包括ケアシステム」を本市の実情に応じ深化・推進していくことが重要である。 

   いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040（令和 22）年の高齢化の状況や

介護需要を予測し、サービス基盤を整備することに加え、その検討においては、介護離

職ゼロを実現する観点も含めるなどした対応が必要である。 

   地域包括ケアシステムの深化・推進における在宅サービスの充実の観点では、介護人

材の確保が急務であり、将来の福祉・介護需要を見据え、国・県・市・事業者などが協

力し、介護人材の確保・育成のための対策を推進する必要がある。 

   また、高齢者を取り巻く状況はより複雑・複合化しており、“8050問題”や“老老介

護”が増加傾向にあるなど、介護者を支えるサービスの充実を図り、介護者負担の軽減

を図る取組が必要である。 

 

住民基本台帳 2025(令和 7)年 10月末現在 

 

ウ 高齢者の活躍の場の拡大 

  2020（令和２）年の国勢調査による本市の高齢化率（65歳以上）は本市全体で 36.2％、

西淡及び南淡地域では 39.0％となっており、これまでと同様の社会経済基盤を維持・発

展させていくことは難しい状況となっている。特に現行の社会保障制度においては、「支

える人」と「支えられる人」とのバランスの悪化により、全世代で支えていかなければな

らない。 

  こうした現状を克服するためには、「社会を支える側に立つ人」をできるだけ多く増や

していくことや、シニア世代の方々がいつまでも元気にいきいきと活躍し続けられる仕

組みが必要である。 

 

 ⑵その対策 

 ア 子育て支援 

  ・保育サービスについては、民営化を含め、統廃合や幼保一元化を図るなど、効率的な

日常生活圏域における高齢者人口等

総人口
（人）

65歳以上人口
（人）

高齢化率
（％）

圏域全体（南あわじ市） 43,134 15,951 37.0%

　うち西淡圏域 8,910 3,667 41.2%

　うち南淡圏域 14,147 5,735 40.5%
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運営を行いつつ、延長保育事業や一時預かり事業、病児・病後児保育事業などの保育

サービスの充実を図る。 

  ・既存施設の老朽化対策を進めながら、施設の有効利用と適正規模での運営に取り組む。 

 

 イ 介護サービスの確保及び充実 

  ・可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるように、介護予

防・健康づくりの取組を強化して健康寿命の伸長を図る。 

・医療、介護、予防、住まい及び自立に向けた生活への支援が包括的に確保される「地

域包括ケアシステム」を本市の実情に応じて深化・推進を図る。 

  ・介護を必要とする状態になっても、訪問により受けるサービスや通所して受けるサー

ビスなどを組み合わせながら、在宅での生活を継続できるよう、サービス供給体制の

整備に努める。 

 

 ウ 高齢者の活躍の場の拡大 

  ・シニア世代の新たな活躍の場の創出を、人手の足りていない民間企業等の業務の分野

で、シニア世代の体力や生活スタイルに配慮した、社会貢献活動と就労による参画を

目指した「高齢者等元気活躍推進事業」に取り組む。 

 

 （目標）  

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

待機児童

数（人） 
0 0 0 0 0 ― 

学童保育

利用児童

数（人） 

80 80 75 75 70 380 

いきいき

百歳体操

開催箇所

数（か所） 

90 91 92 93 94 ― 

 

 

 ⑶計画 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

６ 子育て環境の確保、 ⑴児童福祉施設    
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高齢者等の保健及

び福祉の向上及び

増進 

 保育所 保育所整備事業 

 

市 

 児童館 児童館整備事業 

 

市  

 障害児童入所施設 障害者福祉施設整備事業 

 

市  

⑵認定こども園 認定こども園整備事業 

 

市  

 ⑶高齢者福祉施設 

老人福祉センター 

 

老人福祉施設整備事業 

 

 

市 

 

 ⑺市町村保健センタ

ー及びこども家庭セ

ンター 

 

 

保健センター整備事業 

 

 

 

市 

 

 ⑻過疎地域持続的発

展特別事業 

 児童福祉 

 

 

学童保育事業 

①事業内容 

共働き家庭等の児童を対象に適

切な遊びや生活の場を提供す

る。 

②必要性・効果等 

 児童の健全な育成及び親の仕事

と子育ての両立支援を図る。 

 

 

 

市 

 

  高齢者・障害者福祉 高齢者等元気活躍推進事業 

①事業内容 

 人手の足りていない民間企業等

においてシニア世代の生活スタ

イル等に配慮した就労等を促進

する。 

②必要性・効果等 

 社会貢献活動と就労による高齢

者の活躍の場の拡大を図る。 

 

市  
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 健康づくり いきいき百歳体操等の地域介護予

防活動支援事業 

①事業内容 

 介護予防活動「いきいき百歳体

操」を推進する。 

②必要性・効果等 

 要介護状態になることを防ぎ健

康寿命の伸長を図る。 

 

市  

  高齢者・障害者福祉 高齢者等元気活躍推進事業 

①事業内容 

 人手の足りていない民間企業等

においてシニア世代の生活スタ

イル等に配慮した就労等を促進

する。 

②必要性・効果等 

 社会貢献活動と就労による高齢

者の活躍の場の拡大を図る。 

 

市  

  その他 福祉医療費助成事業 

①事業内容 

 高齢期移行、重度障害者、乳幼

児、母子家庭等の各制度対象者

の医療費を助成する。 

②必要性・効果等 

医療費助成により市民福祉の増

進を図る。 

 

市  

 ⑼その他 遊び場確保事業 

 

市  

  クア施設整備事業 市  

 

 

 ⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、子育て支援施設について、「保育所のあり方につい

ては、まず５年後、10 年後の将来を見据え、こどもの幼児教育の観点と保護者の保育
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ニーズへの対応、保育士等の適正配置を考慮し、幼児期から児童期（小学校）に「こど

もの遊びを学びにつなげる橋渡しとなること」を念頭に検討し、その考えに基づき、適

正規模・適正配置での施設運営が行えるよう保育施設を再編します。また、民間事業者

による施設整備や運営（民間移管）についても検討し、施設運営の効率化を図っていき

ます。」としている。 

 ・公共施設等総合管理計画において、保健・福祉施設について、「老人福祉センターにつ

いては、指定管理者制度等を利用して、管理運営を行っていますが、利用状況、老朽化

の状況等により、耐震化、修繕等の必要性を検討するとともに、現在の指定管理期間中

に指定管理者である各自治会等と調整を行い、譲渡・廃止等を行います。保健センター

については、2015（平成 27）年４月１日に西淡・三原保健センター、2016（平成 28）

年４月１日に南淡福祉保健センターを廃止し、南あわじ市保健センター（旧緑保健福祉

センター）に機能を集約し、今後は、劣化等の箇所を早期に発見・補修し、施設の長寿

命化を図ります。」としている。 

 ・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を行

う。 
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８．医療の確保 

 ⑴現況と問題点 

医療の確保 

  本市の 2024（令和６）年度末における病院、診療所の設置状況は、病院が５ヶ所、一

般診療所が 41ヶ所、歯科診療所が 21ヶ所となっている。 

  一次救急対応として、平日時間外は市内５病院の輪番制、休日は休日応急診療所の開

設を行っており、二次、三次救急は県立淡路医療センターがその役割を担っている。 

  西淡及び南淡地域では、阿那賀診療所、伊加利診療所、灘診療所、沼島診療所の４つ

の国民健康保険直営診療所（以下「国保直営診療所」）を設置し、阿那賀診療所、灘診

療所、沼島診療所においては常勤医師による診療を行っており、伊加利診療所では週１

回、阿那賀診療所医師が兼任し診療を実施する体制を構築している。 

  医療提供体制が希薄かつ交通弱者の割合が高い過疎化、高齢化の顕著な地区におい

ては、安心して暮らすための地域医療の確保のため、国保直営診療所を維持・運営し、

公衆衛生の向上、疾病の予防、健康増進を果たしていくことが重要である。 

  今後も、県や関係機関との連携による医師の確保に努め、耐用年数や運営状況を踏ま

えた施設及び医療設備の適切な更新を行い、医療サービスの持続的な確保、地域医療体

制の維持に努める必要がある。 

 

 ⑵その対策 

 医療の確保 

  ・医療、保健サービス、福祉サービスを包含する地域包括医療体制の充実 

  ・県及び関係機関と連携した医師確保 

  ・施設改修や医療機器更新の適切な実施 

  ・県立淡路医療センターとのネットワーク強化、広域的な医療体制の充実 

・国保直営診療所の適切な運営 

 

 （目標）  

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

休日の医療提

供体制の確保 

（施設） 

1 1 1 1 1 

医療環境維持

のためのへき

地における医

師確保（人） 

3 3 3 3 3 
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 ⑶計画 

持続的発展施策区分 
事業名 

(施設名) 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

７ 医療の確保 ⑴診療施設 

 診療所 

 

国保直営診療所整備事業 

 

 

市 

 

  休日応急診療所整備事業 

 

市  

 ⑶過疎地域持続的発展

特別事業 

 その他 

 

 

国保直営診療所の維持管理事業 

①事業内容 

 国保直営診療所の維持管理を適

切に行う。 

②必要性・効果等 

 医療環境の確保により公衆衛生

の向上及び疾病の予防等を図る。 

 

 

市 

 

 

 

 ⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、医療施設について、「国民健康保険直営診療所は、 

築年数の経過により老朽化している施設もあります。へき地医療確保のため、利用者状 

況を見極めながら地域医療の拠点としての存続等の検討を進めます。休日診療所につ

いては、老朽化に加え耐震基準を満たしていないため、廃止し余剰施設となった旧南淡

福祉保健センターへ移転しました。引き続き、適切な管理運営をしていきます。」とし

ている。 

 ・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を行

う。 
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９．教育の振興 

⑴現状と問題点 

ア 学校教育の充実 

人口減少、少子高齢化が進む中、西淡及び南淡地域における児童生徒数の減少は顕著

である。2025（令和７）年５月現在、中学校生徒数は530人、小学校児童数は1,011人で

あり、2004（平成16）年度（南あわじ市合併年度）と比較すると、それぞれ430人、752

人の減少となっており、今後も引き続き児童生徒数の減少傾向が見込まれる。 

こうした児童生徒数の減少に伴い、当該地域内の小学校においては複式学級及び小

規模校が増加したことから、合併以降で小学校１校の閉校（灘小学校の阿万小学校への

統合）、６校の統合による２校新設（津井・丸山・阿那賀・伊加利小学校⇒辰美小学校、

西淡志知・三原志知小学校⇒志知小学校）、中学校２校の統合による１校新設（御原・

辰美中学校⇒西淡中学校）など、小中学校の統廃合が進められてきたが、統廃合により

閉校となった施設の取り扱いも大きな課題となっている。 

本市においては、2025（令和７）年度に「第４期南あわじ市教育振興基本計画」を策

定し、第３期に引き続き「学ぶ楽しさ日本一」をメインテーマとし、サブテーマに「生

涯を通じて、学びのいぶきがみなぎるまちづくり」を掲げ、すべての市民が生涯を通じ

てどんなときでも楽しく学ぶ機会を持ち、心豊かな日々を送ることができるまちづく

りに取り組んでいる。 

表２ 西淡及び南淡地域における児童生徒数の状況      （各年度学校基本調査） 

学校名 
令和 
２年 

令和 
３年 

令和 
４年 

令和 
５年 

令和 
６年 

令和 
７年 

西淡中学校 236 215 188 186 197 207 

南淡中学校 352 348 309 310 327 303 

沼島中学校 4 5 20 19 21 20 

小計（中学校） 592 568 517 515 545 530 

松帆小学校 203 199 201 197 192 184 

湊小学校 61 68 65 62 51 56 

辰美小学校 127 123 123 110 106 97 

志知小学校 74 67 69 65 73 69 

賀集小学校 188 192 207 204 191 186 

福良小学校 189 182 177 173 167 162 

北阿万小学校 127 130 123 122 113 113 

阿万小学校 140 139 137 148 143 128 

沼島小学校 11 12 15 18 16 16 

小計（小学校） 1,120 1,112 1,117 1,099 1,052 1,011 

合計 1,712 1,680 1,634 1,614 1,597 1,541 
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イ 社会教育の充実 

将来を担う子どもたちは、その地域を未来に継ぐ無二の存在として、地域が子どもを

育てるという意識醸成が不可欠である。 

また、地域の自然や人物を活かし、家庭・地域・学校が互いに連携協力して、子ども

たちの教育に取り組むのはもちろんのこと、地域全体で子どもを育てる環境づくりを

進め、地域の教育力を高めていかなければならない。 

そのため、地域人材の積極的な参画と新たな人材確保及び育成が不可欠であるとと

もに、確保人材への支援や研修の頻度・質の充実が大きな課題となっている。 

一方で、南淡地域においては、Ｂ＆Ｇ海洋センターが設置されており、非日常的な海

洋性レクリエーション活動を通して、助け合いと自然の大切さを学ぶ機会を創出して

いる。今後も体験活動を継続し、絆を深める場の創出を図っていく。 

 

ウ スポーツの振興 

高齢化の進展、生活水準や健康増進意識の高まりなどから、市民のスポーツに対する

ニーズが多様化しており、市民がスポーツに気軽に参加できる環境の整備や施設の充

実が求められている。 

2027（令和９）年には、概ね30歳以上のスポーツ愛好者であれば誰もが参加できる生

涯スポーツの国際総合競技大会「関西ワールドマスターズゲームズ2027」のビーチバレ

ーボール競技が名勝慶野松原（西淡地域）において開催されるなどスポーツと観光を融

合させたスポーツツーリズムによる地域活性化の促進も期待されている。 

 

エ 集会施設、スポーツ施設等 

   本市では、建設から30年以上経過し、経年劣化が顕著な施設が数多くある。利用者が

安全・安心かつ快適に使用できるよう、計画的な施設の改修などが必要である。 

 

⑵その対策 

ア 学校教育の充実 

・児童生徒が主体的・対話的に学ぶ中で、お互いの意見や考えを認め合い、学び合いな

がら、深い学びを追求していくことで、基礎学力の定着と思考力や判断力、表現力等

の育成を進めるとともに、コミュニケーション能力や創造力、やり抜く力といった非

認知能力の育成をめざす。 

・身近にある自然体験等を通じ、生命や自然に対する畏敬の念、先人の生き方、地域の

歴史等を学び、ふるさと意識を醸成するとともに、豊かな情操や規範意識、自他の生

命の尊重、他者を思いやる心の育成を図る。 

・誰一人取り残すことのない共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システムの

構築をめざし、一人一人の教育的ニーズを把握し、一貫した支援が行えるよう、市教
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育委員会、関係機関、地域住民と連携した支援体制を構築する。 

・多様で予測困難な社会に対応できるよう、自らの意思と責任で主体的に進路を選び、

決定できる力や態度を育成する。 

・あらゆる災害を「他人事」から「自分事」として捉え、非常時に自ら判断して行動で

きる力の育成に重点を置き、安全・安心なまちづくりに貢献しようとする意識を高め

る。 

・子どもたちの「学ぶ楽しさ」の実現に向け、楽しい授業・楽しい学校づくりの中心と

なる教職員の資質・能力の育成や、人間力の向上に取り組む。 

・学校教育目標の共通理解を図りながら、教職員一人一人の能力・適性を活かした学校

運営に努め、教職員全員が協力して、機動的に対応できる組織を構築する。 

 

イ 社会教育の充実 

・本市においては、小学生を対象に、放課後子ども教室と学童保育を融合したアフター

スクール事業を2019（令和元）年度より開始している。地域住民の参画を得ながら多

種多様な体験プログラムや交流により主体的に学び、豊かな心を育むことを目的と

した価値の高い学びの場を創出している。なお、2025（令和７）年度までに、西淡地

域で３校区（松帆、湊、辰美）、南淡地域で４校区（賀集、福良、阿万、北阿万）が

事業スタートしており、順次西淡及び南淡地域を含めたすべての校区において展開

を進めている。 

 

ウ スポーツの振興 

・健やかな体づくりにはスポーツは最適であり、様々な機会を通じ、運動の魅力及びス

ポーツ活動の楽しさや喜びを体験させる。また、食に関する正しい知識と望ましい食

習慣を家庭や地域と連携しながら身に付けさせる。生涯にわたって心身の健康を保

持増進し、豊かなスポーツライフを実現する資質や能力を育成する。 

・一流のスポーツ選手や文化人からの講演や実演により、「本物に触れる楽しさ」を感

じ、夢に向かって努力する大切さを学ぶ機会を創出する。 

 

エ 集会施設、スポーツ施設等 

・市民の誰もがスポーツに親しむことができるよう、スポーツ施設においても安心・安

全に活動が行える環境整備を目指し、利便性向上を図るとともに、利用者数の増加や

維持管理コストの低減を目指す。 
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（目標） 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

「学校に行く

のが楽しい」と

思う児童生徒

の割合 （％） 

86 92 92 92 92.5 92.5 92.5 

アフタースク

ール(※1)利用

割合  （％） 

23 25 27 29 31 33 33 

スポーツ施設

(※2)利用者数 

（人） 

156,328 156,600 159,000 156,800 156,900 157,000 942,898 

 ※１：西淡及び南淡地域にて開設されている「アフタースクール」利用者割合 

 ※２：西淡及び南淡地域に設置されているスポーツ施設９施設 

 

⑶計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

８ 教育の振興 ⑴学校教育関連施設    

  校舎 松帆小学校校舎大規模改造事業 

 

湊小学校校舎大規模改造事業 

 

辰美小学校校舎大規模改造事業 

 

志知小学校校舎大規模改造事業 

 

賀集小学校校舎大規模改造事業 

 

福良小学校校舎大規模改造事業 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

 

  北阿万小学校校舎大規模改造事業 

 

阿万小学校校舎大規模改造事業 

 

沼島中学校校舎大規模改造事業 

 

沼島小学校校舎大規模改造事業 

 

市内小学校特別教室空調整備事業 

 

市内小学校校舎営繕工事 

 

市内中学校校舎営繕工事 

 

市内小学校校舎等照明ＬＥＤ化事業 

 

市内中学校校舎等照明ＬＥＤ化事業 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

  屋内運動場 賀集小学校屋内運動場大規模改造事業 市  
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志知小学校屋内運動場大規模改造事業 

 

松帆小学校屋内運動場大規模改造事業 

 

湊小学校屋内運動場大規模改造事業 

 

辰美小学校屋内運動場大規模改造事業 

 

沼島小中学校屋内運動場大規模改造事業 

 

市内小学校屋内運動場空調整備事業 

 

市内中学校屋内運動場空調整備事業 

 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

  市内小学校屋内運動場営繕工事 

 

市内中学校屋内運動場営繕工事 

 

市 

 

市 

 

  給食施設 学校給食センター整備事業 

 

市  

 ⑵幼稚園 湊幼稚園大規模改造事業 

 

市  

 ⑶集会施設、体育施設

等 

   

  公民館 公民館改修工事 

 

市  

  体育施設 文化体育館改修工事 

 

南淡Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事 

 

西淡社会教育センター改修事業 

 

西淡グラウンド改修事業 

 

慶野松原ビーチバレーコート改修事業 

 

賀集スポーツセンター改修事業 

 

阿万スポーツセンター改修事業 

 

灘スポーツセンター改修事業 

 

沼島グラウンド改修事業 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

市 

 

  図書館 南淡図書館修繕工事 

 

市  

 ⑷過疎地域持続的発

展特別事業 

   

  義務教育 GIGAスクール構想推進事業 

①事業内容 

 ICT環境の整備と活用推進、適切な維持

管理を行う。 

②必要性・効果等 

 ICTの活用により全ての子どもの学び

の保障を図る。 

市  
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  教育ICT環境整備事業 

①事業内容 

 小中学校における校務用情報機器を整

備するとともにシステムのクラウド化

を図り、その維持管理を行う。 

②必要性・効果等 

 校務改革を進め、業務効率を高めるこ

とで教員が児童生徒に向き合う時間を

確保し、児童生徒の個別最適な学びを

保障する。 

 

市  

  スクールイノベーション事業 

①事業内容 

 学力向上、ICT教育の推進、特別支援教

育の推進、いじめ・不登校問題への対応

など、学校が抱える様々な課題に対し、

学校が独自の切り口で主体的に課題解

決を図るための体制づくりを支援す

る。 

②必要性・効果等 

 各校が「学ぶ楽しさ」を追求する授業や

行事、取組を展開することで特色ある

学校づくりを推進するとともに、教育

DXを通じて授業改革、校務改革を図る。 

 

市  

  ふるさと創造学習推進事業 

①事業内容 

 淡路人形浄瑠璃等の伝統芸能を活かし

てコミュニケーション能力や表現力を

養う教育カリキュラムを実施する。 

②必要性・効果等 

 郷土愛あふれる表現力豊かな人づくり

により、地域の魅力を理解し、発信でき

る子どもを育成する。 

 

市  

  生涯学習・スポーツ アフタースクール事業 

①事業内容 

 全ての児童を対象に地域住民の参画を

得ながら学習、文化、スポーツ等の体験

プログラムを提供する。 

②必要性・効果等 

 体験プログラムにより児童の積極性及

び自立性等を育む。 

市  

 

 

⑷公共施設等総合管理計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、「学校教育施設については、児童・生徒や教職員

等の安全安心を確保し、「学ぶ楽しさ日本一」の実現に必要な教育環境の確保を維持

する。老朽化対策として適正な部分的改修、大規模改造事業を計画するとともに、多

様な学習内容・学習形態やＩＣＴ機器を日常的に活用できる多機能な学習環境の確

保や、脱炭素化の推進に取り組めるように計画を検討する。」としている。 
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・公共施設等総合管理計画において、「公民館については、生涯学習の推進や地域活性

化のみならず、災害時の避難所、協働のまちづくり推進のための市民交流センターの

併設等、多面的な機能が求められるため、計画的な修繕又は改修を推進する。」とし

ている。 

・公共施設等総合管理計画において、「埋蔵文化財調査事務所については、旧給食セン

ター（1971(昭和46)年建築）を活用しており、現在の耐震基準を満たしていない。そ

のため、事務所の移転を検討する。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「歴史民俗資料館は将来的に解体予定のため、展

示物等を含め一体利用できる公共施設への移転を検討する。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「その他の社会教育施設は、新築時より30～40年

経過し経年劣化が顕著な建物が見受けられるため、予防保全的な維持管理、修繕に努

めながら劣化具合等を鑑み、必要に応じて用途の廃止を検討する。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を

行う。 
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10．集落の整備 

⑴現状と問題点 

現在進行している人口減少問題と高齢化率の上昇、また、核家族化による家族構成の

変化に加え、女性の社会進出の進展などによる共働き世帯の増加によって、地域内での

人々の関わり方が変化している。かつては当たり前であった“向こう三軒両隣”とい

った地域の結びつきは、戦後の経済成長による社会環境の変化に伴い、希薄となってき

たが、1995（平成７）年に発生した阪神・淡路大震災を契機に「地域力（人と人とがつ

ながり合い、支え合う力）」として見直されるようになった。今日においては、防災の

みならず、福祉や環境、教育といった多様な分野においても、地域力を活かした取組が

期待されている。 

本市においては、2015（平成27）年度に「地域力を向上するための新しい地域の仕組

み」として、地域づくり協議会が全21地区において組織された。組織されてから10年以

上が経過し、運営を進めていく中で、協議会ごとの個性も生まれ、また、その地域にあ

った協議会の運営が展開され、様々なイベントの実施、地域課題への対応が始まってい

る。 

しかし、市民交流センター構想において行政が主導的に、また画一的に進めてきたこ

とから、地区内や市役所内部においても地域づくり協議会の位置づけや役割が曖昧な

状況となっている。地域づくり協議会が地域の合意形成の場、また地域主体で課題解決

等に取り組む場として位置づけされるよう、これまで伝統的に地域づくりを担ってき

た自治会やさまざまな団体との関係も含めて、地域の仕組みを整理していく必要があ

る。 

他方で、近い将来に発生が心配される南海トラフ地震や激甚化する台風、また、昨今

の異常気象に伴う線状降水帯の発生など様々な自然災害が発生している。いつ起こる

かわからない災害に対し、住民の防災意識の向上やいざという時の防災対応が取れる

よう日頃からの備えが求められている。公助が行き届くまでには時間を要することか

ら、災害発生当初において自助や共助は非常に重要である。地域住民の安全・安心を確

保するため、自主防災組織の育成や防災訓練を通じ、防災意識の向上など地域防災力の

強化に努める。 

 

⑵その対策 

・市民交流センターを核とし、まちづくりをみんなで支え合う体制づくりをめざし、地

域と行政との協働を適正に行うための仕組みを地域とともに創造する。具体的には、

地域の包括的な住民自治組織として、「地域づくり協議会」が役割を担えるよう地域

の仕組みを整備するとともに、地域づくり協議会をまちづくりのパートナーとして

行政との関わりの仕組みを整備する。 

・自主防災組織が行う訓練や資機材整備等に対し支援する。 
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（目標） 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

地域独自で

取り組んだ

事業数 

9 9 10 10 10 10 58 

自主防災組

織設置数(※

1) 

191 191 191 191 191 191 - 

 ※１：202自治会のうち、自主防災組織結成済み自治会は196で結成率は97％であるが、 

    複数の自治会で構成される組織があるため、自主防災組織数は191 

 

 

⑶計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

９ 集落の整備 ⑴過疎地域集落再

編整備 

集会所建設事業等補助金交付事業 地域  

 ⑵過疎地域持続的

発展特別事業 

   

  集落整備 地域づくりチャレンジ事業 

①事業内容 

 地域づくり協議会等が行う地域の課題

解決等に向けての取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 市民と行政との協働によるまちづくり

を目指す。 

 

地域  

  地域づくり交付金事業 

①事業内容 

 地域づくり協議会が行う地域活動の取

組を支援する。 

②必要性・効果等 

 市民と行政との協働によるまちづくり

を目指す。 

 

地域  

  自主防災組織育成事業 

①事業内容 

 自主防災組織が行う訓練や資機材整備

等を支援する。 

②必要性・効果等 

 市民の防災意識の向上を図り、災害時

の被害を最小限に抑えることを目指

す。 

地域  
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⑷公共施設等総合管理計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、「経年劣化の進行は、建物の構造躯体、内外装、

設備等の部位により差があるため、躯体部分については適切な時期に大規模改修工

事を行い、躯体以外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的に行うこと

によって性能・機能の維持を図る。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「地域集会施設については、地域コミュニティの

拠点としても重要な位置づけとなっており、今後は、老朽化に伴う安全性の確保や維

持管理の効率化を図る。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画を踏まえた事業展開を

行う。 
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11．地域文化の振興等 

⑴現状と問題点 

ア 伝統文化とふるさと資源の継承推進 

本市には、国生み神話に由来する沼島やおのころ島神社、人形浄瑠璃やだんじり唄、

地域の郷土芸能など歴史と伝統の文化があり、季節に応じた地域の祭りなども盛んに

行われてきたが、少子高齢化に伴い、その継承が困難となりつつある。 

伝統文化を次世代に継承するため、市民一人ひとりが「南あわじ市」に関心を持ち、

愛着が育まれるよう郷土の歴史と文化を学ぶなど、伝承や保存への活動、表現する機会

の創出が重要となっている。 

南淡地域においては、淡路人形浄瑠璃が盛んな地域であり、2012（平成24）年７月に

は福良地区に浄瑠璃の発展・普及活動の拠点となる「淡路人形浄瑠璃館」が開館し、加

えて、小中学生や高校生、市内の後継者団体による保存伝承の取組も進められている。 

 

イ 歴史資源の発掘と保存・活用の推進 

本市には、木造大日如来坐像をはじめとする国指定文化財10件、県指定文化財30件、

本市指定文化財47件を有するなど、地域固有の歴史に培われてきた歴史遺産が数多く

存在している。これら歴史遺産については、適切な保存・管理など環境づくりを行いな

がら、歴史資源の研究・掘り下げを行うとともに、一人でも多くの人に興味や関心を持

ってもらい、後世に継承し、地域の活性化にも繋げていくことが重要となっている。 

 

ウ 日本遺産「国生みの島・淡路」としての取組 

淡路島は、31の構成文化財からなるストーリー（『古事記』の冒頭を飾る「国生みの

島・淡路」）が2016（平成28）年に日本遺産として認定を受けている。歴史文化遺産を

身近に感じるとともに、魅力ある有形・無形文化財群を地域が主体となって整備・活用

し、地域の活性化を図っている。 

その構成要素の一つである「松帆銅鐸」は、2015（平成27）年に西淡地域（松帆地区）

において、紀元前に製作された古い段階の菱環鈕（りょうかんちゅう）式銅鐸と外縁付

鈕（がいえんつきちゅう）式銅鐸が発見された。この銅鐸は日本の歴史を紐解く重要な

情報を包含する貴重な文化財であることから、適切な保存・管理や調査に加え、地域住

民によるワークショップ、関連商品や体験プログラムの企画・開発を行い、郷土愛の醸

成と地域経済の活性化を図っている。 

今後、国指定重要文化財となった、松帆銅鐸の魅力や研究成果の情報発信をさらに行

う必要がある。併せて、松帆銅鐸を中心とした本市の歴史文化遺産の関心や知識の向上

を図り、本市の魅力をより深めるため、歴史文化遺産の魅力を地域住民に浸透させ、地

域住民が主体となって島内外にその魅力を発信し、誘客する仕組みにより市内広域観

光を促進させる。 
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エ 鳴門海峡の渦潮の世界遺産登録への取組 

本市南淡地域と徳島県鳴門市の間にある鳴門海峡に、類まれな自然美を誇る「鳴門海

峡の渦潮」を見ることができる。瀬戸内海と太平洋との間で生まれる大きな潮位差によ

って生じる早い潮流が世界最大級の渦潮を生成している。この自然美を目的とした観

光産業への寄与はもちろんのこと、豊富な栄養分を育む豊かな海を支える源でもある。 

この「鳴門海峡の渦潮」の自然的・文化的・歴史的価値がより多くの人に認識・引き

継がれ、人類共通の財産として継承していく必要がある。 

 

⑵その対策 

・人形浄瑠璃をはじめとした地域の歴史や伝統文化について、市民及び来訪者が身近に

楽しむことができる工夫や、三世代交流などを通じて継承・発展を促す郷土愛を育む

機会を創出する。 

・鳴門海峡の渦潮の世界遺産への登録を推進することで、その保全に向けた取組を進め

るとともに、登録までの過程を広く市民と共有し、地域への関心や愛着を高める取組

を行う。 

・松帆銅鐸を中心とした本市の歴史文化遺産を活用し、本市の“いにしえ”に興味を引

く観光商品の開発、情報発信、プロモーションを実施し交流人口の拡大を目指す。 

 

（目標） 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

滝川記念美術

館「玉青館」入

館者数（人） 

3,958 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 23,958 

淡路人形浄瑠

璃館入館者数

（人） 

27,673 37,000 40,000 42,000 45,000 47,000 238,673 

 

⑶計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

10 地域文化の

振興等 

⑴地域文化振興施設等    

  地域文化振興施設 滝川記念美術館玉青館整備事業 市  

     

  社会教育施設整備事業 市  

     

  歴史民俗資料館除却事業 市  

     

 ⑵過疎地域持続的発展

特別事業 

   

  地域文化振興 銅鐸を活かしたまちづくり事業 市  
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①事業内容 

 松帆銅鐸を中心とした歴史文化

遺産を活用し、体験学習ツール

の開発及びプロモーション等を

行う。 

②必要性・効果等 

 歴史文化遺産と観光資源を結び

付けることによる文化振興及び

誘客促進を図る。 

 

  慶野松原保全・活用事業 

①事業内容 

 慶野松原の松木伐倒処分、松く

い虫防除薬剤散布、フィールド

ワーク・学習会等を行う。 

②必要性・効果等 

 慶野松原の白砂青松の景観保全

及び活用を図る。 

 

市等  

  淡路人形浄瑠璃館運営支援事業 

①事業内容 

 淡路人形座運営をはじめ後継者

育成等の活動を支援する。 

②必要性・効果等 

 淡路人形浄瑠璃の保存・継承を

図る。 

 

市等  

  鳴門海峡の渦潮世界遺産登録推進

事業 

①事業内容 

 学術調査や情報発信を行う協議

会へ負担金を支出し、世界遺産

への登録を推進する。また、友好

協定を締結したノルウェー王国

ボーダ市との交流を行う。 

②必要性・効果等 

 鳴門海峡の渦潮の保全と景観の

確保、豊かな里海の持続可能な

活用や観光交流人口増への寄与

及び地域間での連携等による人

づくりを図る。 

市等  

 

⑷公共施設等総合管理計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、「経年劣化の進行は、建物の構造躯体、内外装、

設備等の部位により差があるため、躯体部分については適切な時期に大規模改修工

事を行い、躯体以外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的に行うこと

によって性能・機能の維持を図る。」としている。 
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12．再生可能エネルギーの利用促進  

⑴現状と問題点 

ア 南あわじ市の現状 

本市は、降雨量が比較的少なく日射量に恵まれた瀬戸内海気候であり、太陽光発電事

業も数多く運営されている。また、西淡及び南淡地域については、風況に恵まれる地区

が多いことから、複数の風力発電事業が運営されている。 

2025（令和７）年９月における本市の固定価格買取制度認定設備（稼働済み施設、太

陽光発電施設については20kW以上）については、太陽光発電643件、発電出力78.9メガ

ワットとなっている。（導入状況は表12のとおり） 

西淡及び南淡地域においては、太陽光発電施設は全体の49.9％（発電出力66.0％）を

占め、風力発電施設は全施設が西淡及び南淡地域に設置されており、当該地域では、多

くの再生可能エネルギー施設が稼働している状況にある。 

他方で、環境省「自治体排出量カルテ」によると、2023（令和５）年度における本市

の再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは、1,813,726メガワットとされているが、

現状の再生可能エネルギー導入量（発電量）は、212,547メガワットであり導入割合は

11.7％にとどまっている状況である。 

 

表３  本市の再生可能エネルギーの導入状況 

    （再生可能エネルギー発電設備（太陽光20kW未満を除く）） 

種別 認定件数（件） 発電出力（kW） 

太陽光発電 643 78,890 

 うち西淡地域 197 29,721.7 

 うち南淡地域 124 22,337.5 

風 力 発 電 2 37,519 

 うち西淡地域 2 37,519 

合   計 645 116,409 

資源エネルギー庁「事業計画認定情報（2025(令和７)年９月30日時点）」   

 

イ あわじ環境未来島構想への取組 

淡路島では、島民、ＮＰＯ、事業者、行政（県と本市を含む島内３市）が連携し、県

の主導の下、「あわじ環境未来島構想（2011(平成23)年地域活性化総合特区として指定）」

を推進している。 

本構想は、①暮らしの持続、②農と食の持続、③エネルギーの持続の３本柱を中心に

持続可能な地域社会モデルの構築を目指しており、再生可能エネルギーの創出拡大と

エネルギー消費の最適化の両面の取組により、エネルギー自給率を高め、外的な環境変

化や災害・事故等のリスクに強い、エネルギー自立の島づくりを目指している。その中
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で、2050（令和32）年にはエネルギー（電力）自給率100%を目指して、再生可能エネル

ギーの導入等の取組を進めている。 

 

ウ 地域新電力事業への取組 

本市においては、エネルギーの地産地消による「地域経済の好循環化」、再生可能エ

ネルギーの利活用促進による「二酸化炭素排出抑制（低炭素社会への寄与）」、当該事業

により生み出される利益の「地域課題解決への還元」等を導入の意義として、本市にお

ける地域新電力事業の導入に関し2019（令和１）年度より調査検討を実施し、本格的な

導入を見据えてきた。 

しかしながら、2020（令和２）年度に、国の電力政策により容量市場が開設され、本

制度による地域新電力事業の採算性などに大きなリスクを伴うことが懸念されたこと

から、現時点においては、今後の国の再生可能エネルギー政策の動向を注視しながら、

当該制度に伴うリスク等の継続的な精査・検討を実施している。 

 

⑵その対策 

・地域特性を踏まえた再生可能エネルギー導入促進への取組。 

・地域分散型電力運用による災害時の再生可能エネルギー確保への取組。 

・再生可能エネルギーの利活用によるあらたなビジネス創出への取組。 

 

（目標） 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

あわじ環境未

来島構想モデ

ル事業採択件

数 （件） 

1 1 1 1 1 1 5 

 

⑶計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業

主体 
備考 

11 再生可能エ

ネルギーの利用

促進 

⑵過疎地域持続的

発展特別事業 

 再生可能エネルギー利用 

 

 

南あわじ市自家消費型住宅用太陽光発 

電設備等導入促進事業 

①事業内容 

太陽光発電設備及び蓄電池の一体的

な導入を支援する。 

②必要性・効果等 

環境影響の少ない太陽光発電設備の

設置を推進し、温室効果ガスの排出

削減を図る。 

 

 

市 
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⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、当該項目に係る記載なし。 
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13．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

⑴現状と問題点 

西淡及び南淡地域においては、住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことができ

る地域社会の実現を図るため、「持続可能な地域社会の形成」と「地域資源等を活用した

地域活力の更なる向上」を図ることを基本として、取組を図る必要がある。 

 

⑵その対策 

【男女共同参画】 

・性別を含めた様々な多様性をさらに認め合うことの重要性を全世代で共有しながら、

社会生活での男女共同参画をより進めるため、できることから着実に取り組む。 

【基金積立】 

・将来にわたり安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るための様々

な過疎地域持続的発展特別事業の実施と併せて、移住定住・人材育成、産業振興、地

域情報化、交通手段確保、生活環境、少子高齢化対策、地域医療確保、教育振興、集

落維持、地域文化振興、再生可能エネルギー利用推進等の施策を講じるため、基金へ

所要額を積み立てる。 

 

（目標） 

 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

女性の個別相

談者数（人） 
40 41 42 43 44 45 － 

 

⑶計画 

持続的発展 

施策区分 

事業名 

（施設名） 
事業内容 

事業 

主体 
備考 

12 その他地域

の持続的発展に

関し必要な事項 

過疎地域持続的発

展特別事業 
 

男女共同参画事業 

①事業内容 

 女性のための出前チャレンジ相

談会や家事力アップ講座等を開

催する。 

②必要性・効果等 

 男女が性別に関わらず希望を持

つことができ、あらゆる場面で

自分らしく活躍し、輝くことの

できるまちの実現を図る。 

 

 

市 

 

 

所要額の基金積立 

①事業内容 

 基金へ所要額を積み立てる。 

②必要性・効果等 

市  



60 

 

 将来にわたり安全に安心して暮ら

すことができる地域社会の実現を

図る。 

 

⑷公共施設等総合管理計画との整合 

 ・公共施設等総合管理計画において、当該項目に係る記載なし。 

 

 

 

 



南あわじ市過疎地域持続的発展計画 変更箇所対照表 

 

変更箇所 

（変更後案の頁、行） 
新たな方針案 現行方針 

表紙 過疎地域持続的発展計画 

自 2026（令和８）年度 

至 2030（令和 12）年度 

 

過疎地域持続的発展計画 

自 2021（令和３）年度 

至 2025（令和７）年度 

 

目次（２頁目） 12.再生可能エネルギーの利用促進 

 

12.再生可能エネルギーの利用の推進 

 

１頁 ③社会的条件、経

済的条件 

本市の人口は、1960（昭和 35）年国勢調査で 64,789 人であっ

たが、若年層を中心に市外への人口流出が続いたため、2020（令

和２）年国勢調査では 44,137人となっている。また、本市の生

産年齢人口は、1960（昭和 35）年には 38,186人であったが、2020

（令和２）年には 41％減の 22,362人にまで落ち込んでいる。  

本市の産業構造については、2020（令和２）年度における産業

別就業者数の割合を見ると、第１次産業が 22.0％、第２次産業

が 20.5％、第３次産業が 53.5％となっており、兵庫県（第 1次

産業 1.8％、第２次産業 24.1％、第３次産業 70.6％）や淡路地

域（第 1次産業 16.2％、第２次産業 20.3％、第３次産業 60.0％）

と比較しても第１次産業の割合が際立って高い。 

本市の人口は、1960（昭和 35）年国勢調査で 64,789 人であっ

たが、若年層を中心に市外への人口流出が続いたため、2015（平

成 27）年国勢調査では 46,912人となっている。また、本市の生

産年齢人口は、1960（昭和 35）年には 38,186人であったが、2015 

（平成 27）年には 33％減の 25,404人にまで落ち込んでいる。 

本市の産業構造については、2015（平成 27）年度における産

業別就業者数の割合を見ると、第１次産業が 23.7％、第２次産

業が 22.3％、第３次産業が 52.0％となっており、兵庫県（第 1

次産業 2.0％、第２次産業 25.0％、第３次産業 69.0％）や淡路

地域（第 1次産業 17.2％、第２次産業 21.6％、第３次産業 58.6％）

と比較しても第１次産業の割合が際立って高い。 



２頁 イ 過疎の状況 ①人口等の動向  

本市の総人口は、1980（昭和 55）年からの 15年間は緩やかな

減少であったが、1995（平成７）年以降は大幅な減少傾向にある。

15 歳未満の年少人口、15～64歳の生産年齢人口は年々減少する

一方で、65 歳以上の老年人口（高齢者）は増加しており、2020

（令和２）年では３人に１人が 65歳以上という人口構造にある。  

 

 

②これまでの過疎法に基づくものも含めた対策、現在の課題、今

後の見通し  

本市は、2021（令和３）年度から過疎法の指定を受けている。  

①人口等の動向 

 本市の総人口は、1980（昭和 55）年からの 15年間は緩やかな

減少であったが、1995（平成７）年以降は大幅な減少傾向にある。

15歳未満の年少人口、15～64歳の生産年齢人口は年々減少する

一方で、65 歳以上の老年人口（高齢者）は増加しており、2015

（平成 27）年では３人に１人が 65 歳以上という人口構造にあ

る。 

 

②これまでの過疎法に基づくものも含めた対策、現在の課題、今

後の見通し 

 本市は、これまでの過疎法の指定外であったが、2021（令和 3）

年度から同法の指定を受けることとなる。 

 

３頁  

ウ 産業構造の変化 

 2020（令和２）年国勢調査による本市の就業者は 23,737人で、 

15 年前の 2005（平成 17）年では就業者は 29,358 人であること

から、15年間で就業者数は 5,621人の減少となっている。 

 また、産業大分類別人口の構成では、第１次産業と第２次産業

の割合が年々減少し、第３次産業の割合が増加し、2020（令和２）

年国勢調査では就業人口の 53.5％を占めている。 

 

 2015（平成 27）年国勢調査による本市の就業者は 25,389 人

で、10 年前の 2005（平成 17）年では就業者は 29,358 人である

ことから、10年間で就業者数は 3,969人の減少となっている。 

 また、産業大分類別人口の構成では、第１次産業と第２次産業

の割合が年々減少し、第３次産業の割合が増加し、2015（平成 27）

年国勢調査では就業人口の 52％を占めている。 



４頁  

⑵人口及び産業の推移

と動向 

  

表１-１⑴　人口の推移（国勢調査）

【西淡地域、南淡地域】

昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

41,769 36,903 ▲ 11.65 35,072 ▲ 4.96 29,966 ▲ 14.56 25,826 ▲ 13.82 23,940 ▲ 7.30

13,670 6,275 3,859 ▲ 38.50 2,830 ▲ 26.66 2,530 ▲ 10.60

24,405 22,221 17,759 ▲ 20.08 13,748 ▲ 22.59 11,789 ▲ 14.25

うち

15歳～29歳

(a)

表１-１⑵　人口の推移（国勢調査）

【南あわじ市】

昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

64,789 57,813 ▲ 10.77 57,526 ▲ 0.50 52,283 ▲ 9.11 46,912 ▲ 10.27 44,137 ▲ 5.92

20,783 10,557 7,101 ▲ 32.74 5,760 ▲ 18.88 5,190 ▲ 9.90

38,186 36,452 31,124 ▲ 14.62 25,404 ▲ 18.38 22,362 ▲ 11.97

うち

15歳～29歳

(a)

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

区分

昭和50年 平成２年

8,348 26.95

3,940

平成17年 平成27年 令和２年

2,225 ▲ 15.662,638 ▲ 33.05

13.15

9,215 10.39 9,341 1.37

(b)

(a)／総数

若年者比率

10.21 9.29

65歳以上
3,694 6,576

35.68 39.02

高齢者比率

区分

昭和50年 平成２年 平成17年 平成27年 令和２年

(b)／総数
8.84 18.75 27.86

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

7,124 ▲ 14.96

65歳以上
5,820 10,517 1.77

(b)

15,679 11.53 15,956

13.63

14,058 33.67

5,079 ▲ 28.71 4,319

高齢者比率

26.89 33.42 36.15

10.83 9.79

若年者比率

(b)／総数
8.98 18.28

(a)／総数

表１-１⑴　人口の推移（国勢調査）

【西淡地域、南淡地域】

昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

41,769 36,903 ▲ 11.65 35,072 ▲ 4.96 29,966 ▲ 14.56 25,826 ▲ 13.82

13,670 6,275 3,859 ▲ 38.50 2,830 ▲ 26.66

24,405 22,221 17,759 ▲ 20.08 13,748 ▲ 22.59

うち

15歳～29歳

(a)

表１-１⑵　人口の推移（国勢調査）

【南あわじ市】

昭和35年

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率

（人） （人） （％） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

64,789 57,813 ▲ 10.77 57,526 ▲ 0.50 52,283 ▲ 9.11 46,912 ▲ 10.27

20,783 10,557 7,101 ▲ 32.74 5,760 ▲ 18.88

38,186 36,452 31,124 ▲ 14.62 25,404 ▲ 18.38

うち

15歳～29歳

(a)

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

区分

昭和50年 平成２年

8,348 26.95

3,940

平成17年 平成27年

2,638 ▲ 33.05

13.15

9,215 10.39

(b)

(a)／総数

若年者比率

10.21

65歳以上
3,694 6,576

35.68

高齢者比率

区分

昭和50年 平成２年 平成17年 平成27年

(b)／総数
8.84 18.75 27.86

総数

0歳～14歳

15歳～64歳

7,124

65歳以上
5,820 10,517

(b)

15,679 11.53

13.63

14,058 33.67

5,079 ▲ 28.71

高齢者比率

26.89 33.42

10.83

若年者比率

(b)／総数
8.98 18.28

(a)／総数



５頁  

表２ 人口の今後の見

通し 

 

 

 

―表追加― 

 

 

区分 概要 

パターン１ 

（社人研推計準拠） 

全国の移動率が、今後も最近の傾向が続いていくとする仮定 

⇒現状の移動状況が将来的にも続くとしたパターン 

シミュレーション１ 
2030年までに合計特殊出生率が 2.1まで上昇 

⇒出生率が上昇していく試算 

シミュレーション２ 

2030 年までに合計特殊出生率が 2.1 まで上昇し、人口移動をゼ

ロ（均衡）とする仮定 

⇒出生率が上昇し、転入と転出による人口流出が進まない試算 

 



６頁 

⑶市町村行財政の状況 

ア 財政の状況（南あわ

じ市 

  



８頁 

表 1-2⑵ 主要公共施設

等の整備状況 

  

8 頁 

⑸地域の持続的発展の

ための基本目標 

 

 

〇人口に関する目標 

 目標：社会減を 2030（令和 12）年度末までに半減 

   （基準値：2024（令和６）年度末の社会増減：▲153人） 

   （目標値：2030（令和 12）年度末の社会増減：▲76人） 

 

〇人口に関する目標 

 目標：社会減を 2025（令和 7）年度末までに半減 

   （基準値：2017（平成 29）年中の社会増減：△288人） 

   （目標値：2025（令和 7）年中の社会増減：△144人） 

８頁 

⑺計画期間 

2026（令和８）年４月１日から 2031（令和 13）年３月 31日まで

の５年間 

2021（令和 3）年４月１日から 2026（令和 8）年３月３１日まで

の５年間 



10 頁 

ア 移住・定住・地域間

交流の促進 

５行目 

本市に定住し、地域の活性化に寄与するためには、転出抑制と

合わせて市外に転出した若者世代等のＵターンや都市部からの

Ｊ・Ｉターンを推進することが求められることから、淡路島定住

自立圏やカムバックひょうご移住促進連絡会の枠組みを活用し

つつ、移住定住施策の情報共有など連携した取組を行う必要が

ある。 

 

本市に定住し、地域の活性化に寄与するためには、転出抑制と

合わせて市外に転出した若者世代等のＵターンや都市部からの

Ｊ・Ｉターンを推進することが求められることから、淡路島定住

自立圏やひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議会の枠組み

を活用しつつ、移住定住施策の情報共有など連携した取組を行

う必要がある。 

 

10 頁 

⑵その対策 

ア 移住・定住・地域間

交流の促進 

 

・移住・定住するうえで大きな要素である住居の確保について、

新築や空き家の取得・改修等、社会情勢やニーズに応じた支援を

継続する。また、田舎暮らしに関する情報や空き家の利活用に係

る相談など所掌する部署と連携を密に取り合うことで相談者の

利便性を図り、移住・定住を促進する。 

・独身男女の縁結びの場となる出会い・交流の場を創出するとと

もに、新婚世帯や子育て世帯による市内での定住を促進するた

め、住居に係る経費や島外への通勤・通学に係る交通費の支援を

行う。 

 

・移住・定住するうえで大きな要素である住居の確保について、

新築や空き家の取得・改修に対して支援するとともに、田舎暮ら

しに関する情報や空き家活用に係る相談などを受け付ける窓口

を一元化し相談者の利便性を図り、移住・定住を促進する。 

 

・未婚男女の縁結びの場となる出会い・交流の場を創出するとと

もに、新婚世帯や子育て世帯による市内での定住を促進するた

め、住居に係る経費や島外への通勤・通学に係る交通費の支援を

行う。 

 

11 頁 

ウ 定住自立圏等の広

域的な取組 

 

・淡路島定住自立圏やカムバックひょうご移住促進連絡会の枠

組みを活用し、移住定住施策の情報共有などについて他市と連

携した取組を図る。 

 

・淡路島定住自立圏やひょうご田舎暮らし・多自然居住支援協議

会の枠組みを活用し、移住定住施策の情報共有などについて他

市と連携した取り組みを図る。 

 



11 頁 

（目標） 

 

※１：市が実施する移住定住促進事業を活用し、島外から移住し

た人数 

 

 

※１：「⑶計画」に記載する移住定住促進事業を活用し、島外か

ら移住した人数 

11 頁 

⑶計画 

⑴移住・定住 

 

マイホーム取得事業 

定住促進空き家活用支援事業 

多世代同居・近居支援事業 

移住支援事業 

結婚新生活支援事業 

新婚世帯家賃補助事業 

通勤・通学費助成事業 

奨学金等返済支援事業 

起業等及び空き家等活用支援事業 

保育士確保対策事業 

介護・看護人材確保対策事業 

 

移住・定住促進事業 

 ・マイホーム取得事業 

 ・空き家活用促進事業 

 ・多世代同居・近居支援事業 

 ・移住者支援事業 

 ・結婚新生活支援事業 

 ・新婚世帯家賃補助事業 

 ・通勤・通学費助成事業 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

13 頁 

３．産業の振興 

⑴現状と問題点 

 

2020（令和２）年の国勢調査によると、産業別就業者割合は、

第１次産業が22.0％、第２次産業が20.5％、第３次産業が53.5％

となっている。本市の第１次産業は、兵庫県全体はもとより、淡

路島全体の中でも就業割合は高いものの、第１次産業と第２次

2015（平成 27）年の国勢調査によると、産業別就業者割合は、

第１次産業が23.7％、第２次産業が22.3％、第３次産業が52.0％

となっている。本市の第１次産業は、兵庫県全体はもとより、淡

路島全体の中でも就業割合は高いものの、第１次産業と第２次

 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

制度(※1)を利

用した移住者

数 

(人) 

246 250 250 250 250 250 1250 

空き家バンク

制度の成約件

数 

(人) 

32 35 35 35 35 35 175 

吉備国際大学

卒業生の市内

就職数 （人） 

5 9 9 9 9 9 45 

 

 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

制度(※1)を利

用した移住者

数 

(人) 

69 65 65 65 65 65 325 

空き家バンク

制度の成約件

数 

(人) 

14 15 15 15 15 15 75 

吉備国際大学

卒業生の市内

就職数 （人） 

4 9 9 9 9 9 45 

 



産業の従業者数は減少傾向にあり、第３次産業の就業者割合が

拡大している。 

また、65歳以上の高齢者の就業割合は、2015（平成 27）年か

ら 2020（令和２）年にかけてわずかに増加しており、国平均、

兵庫県平均と比較しても高い状況にある。 

 

産業の従業者数は減少傾向にあり、第３次産業の就業者割合が

拡大している。 

また、65歳以上の高齢者の就業割合は、2010（平成 22）年か

ら 2015（平成 27）年にかけてわずかに増加しており、国平均、

兵庫県平均と比較しても高い状況にある。 

 

13 頁 

ア 農業 

４行目～ 

また、近年５年間の農業総算出額は 200 億円を上回り推移し

ている。2023（令和５）年度の兵庫県全体の農業総算出額は 1,677

億円となっており、その内、南あわじ市は 12.7％と高い割合を

占めている。 

しかしながら、基幹的農業従事者は、2020（令和２）年は 4,562

人と、2000（平成 12）年と比較すると 30.7％減少、総農家数で

見ても、2020（令和２）年は 3,462 戸と、2000（平成 12）年と

比較すると 32.5％減少しているなど、農業従事者も高齢化し、

後継者不足が顕著である。加えて、就業者数及び農家戸数の減少

により、耕作放棄田が増加しており、放棄地の解消と有効利用に

よる再生・生産を目指していく必要があり、本市の農業の維持発

展のためには、「認定農業者」「新規就農者」「集落営農組織」及

び「農業支援サービス事業体」といった担い手育成が重要となっ

ている。 

 

また、近年５年間の農業総生産額は 200 億円を上回り推移し

ている。2019（令和 1）年度の兵庫県全体の農業総生産額は 1,509

億円となっており、その内、南あわじ市は 14.1％と高い割合を

占めている。 

しかしながら、基幹的農業従事者は、2020（令和 2）年は 4,562

人と、2000（平成 12）年と比較すると 30.7％減少、総農家数で

見ても、2020（令和 2）年は 3,462戸と、2000（平成 12）年と比

較すると 32.5％減少しているなど、農業従事者も高齢化し、後

継者不足が顕著である。加えて、就業者数及び農家戸数の減少に

より、耕作放棄田が増加しており、放棄地の解消と有効利用によ

る再生・生産を目指していく必要があり、本市の農業の維持発展

のためには、「認定農業者」「新規就農者」「集落営農組織」とい

った担い手育成が重要となっている。 

 

13～14 頁 

イ 水産業 

５行目～ 

しかしながら、地球温暖化や栄養塩類の減少に伴う漁獲量の

変動、魚価の低迷により、漁獲高は、1993（平成５）年では約 50

億円だったが、2005（平成 17）年には約 24億円と半減し、以降

も 2015（平成 27）年では約 20億円、2024（令和６）年では約 19

しかしながら、地球温暖化や栄養塩類の減少に伴う漁獲量の

変動、魚価の低迷により、漁獲高は、1993（平成 5）年では約 50

億円だったが、2005（平成 17）年には約 24億円と半減し、2015

（平成 27）年では約 20億円とさらに減少した。 



億円とさらに減少した。 

また、漁業就業者数（組合員数）は、2020（令和２）年は 389

人と、2010（平成 22）年と比較すると約 28％減少しており、漁

業従事者は高齢化し、後継者不足が顕著になっている。 

 

また、漁業就業者数（組合員数）は、2015（平成 27）年は 549

人と、1993（平成 5）年と比較すると約 50％減少しており、漁業

従事者は高齢化し、後継者不足が顕著になっている。 

 

14 頁 

（工業・製造業） 

３行目～ 

一方で、2018（平成 30）年における従業者総数は 2,914 人、

事業所数は 118 事業所、製造品出荷額は 575 億となっており、

2000（平成 12）年の数値（それぞれ 4,751人、324事業所、973

億円）と比較すると大幅に減少している。 

 

一方で、2016（平成 28）年における従業者総数は 3,123 人、

事業所数は 162 事業所、製造品出荷額は 621 億となっており、

2000（平成 12）年の数値（それぞれ 4,751人、324事業所、973

億円）と比較すると大幅に減少している。 

 

旧計画 

14 頁 

14 行目 

―削除― 加えて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響に

より「観光客来訪に対する感染拡大への不安」、「受入施設におけ

る感染防止対策の徹底」など新しい生活様式への対応を適切に

講じることが求められている。 

 

14～15 頁 

エ 観光業 

４行目 

本市の観光入込客数は、コロナ禍以降約 250 万人前後で推移

しており、宿泊客は 40万人前後と横ばいで推移している。 

 

本市の観光入込客数は、日帰り客が微増傾向にあることから

2011（平成 23）年度以降約 300万人前後で推移しているものの、

宿泊客は減少傾向にある。 

 

旧計画 

15 頁 

イ 水産業 

・国内外へ本市水産物のＰＲを積極的に行うとともに、観光客等

による消費を拡大し、地産地消を強化する仕組みを構築する。－

削除－ 

・国内外へ本市水産物のＰＲを積極的に行うとともに、観光客等

による消費を拡大し、地産地消を強化する仕組みを構築する。ま

たその拠点としての直売所（美菜恋来屋・魚彩館）の機能拡充を

図る。 

 



15 頁 

⑵その対策 

ア 農業 

・集落の未来設計図である地域計画の策定・更新を通じ、多様な

担い手確保・育成支援を進める。 

 

・集落の未来設計図である人・農地プランの実質化を通じ、中心

となる担い手確保・支援を進める。 

 

15 頁 

⑵その対策 

ア 農業 

 

・農畜水産物、地場産品のブランド化やブランド保護政策を推進

しつつ、消費拡大やＰＲ、地産地消の取組を支援する。またその

拠点としての直売所（美菜恋来屋）の機能拡充を図る。 

 

・農畜水産物、地場産品の消費拡大やＰＲ、地産地消の取り組み

を支援する。 

 

16～17 頁 

エ 観光業 

・大鳴門橋自転車道の完成を見据え、観光客の受け入れ環境整備

や周辺施設利用者の満足度及び利便性向上を図る。 

 

・本市の良質な農畜水産物と観光の連携、ブランド力向上による

相乗効果を創出し、「世界一の食の島」としての確立を目指す。 

 

・大鳴門橋自転車道構想に関連した道の駅うずしおのリニュー

アルをはじめ、公共交通拠点施設の多機能化による観光客や施

設利用者の満足度及び利便性向上を図る。 

・本市の良質な農畜水産物と観光の連携、ブランド力向上による

相乗効果を創出し、「美食の島」としての確立を目指す。 

 

17 頁 

オ 広域的な連携 

 

・産業の振興については、淡路島定住自立圏における淡路島３市

の連携をはじめ、神戸市との連携やＡＳＡトライアングル交流

圏推進協議会など、他自治体との広域的な連携に取り組む。 

 

・産業の振興については、淡路島定住自立圏における淡路島３市

の連携をはじめ、ＡＳＡトライアングル交流圏推進協議会など、

他自治体との広域的な連携に取り組む。 

 

17 頁 

（目標） 

  

 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

総農家数（戸） 2,583 2,547 2,511 2,475 2,439 2,402 － 

総漁家数（戸） 367 360 352 345 338 330 － 

創業件数（件） 32 35 38 41 44 47 － 

観光入込客数 

（万人） 
260 265 270 275 280 285 － 

 

 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

総農家数（戸） 3,462 3,410 3,358 3,306 3,254 3,202 － 

総漁家数（戸） 377 377 373 369 365 360 － 

創業件数（件） 8 8 8 8 12 12 － 

観光入込客数 

（万人） 
138 270 275 280 285 290 － 

 



17 頁 

⑶計画 

 事業名 

 

⑴基盤整備 

農業 

 水産業 

⑴基盤整備 

農業 

 水産 

旧計画 

⑶計画 

 

―削除― 国民宿舎慶野松原荘改修事業  市 

18 頁 

⑶計画 

 

灘黒岩水仙郷改修事業       市 

大鳴門橋周辺環境整備事業   市 

元神戸大学海洋実習施設利活用事業  市 

灘黒岩水仙郷改修事業   市 

大鳴門橋周辺環境整備事業  市 

―追加― 

18 頁 

⑶計画 

 

「集落の設計図」策定支援事業 

①事業内容 

 地域の未来設計図（地域計画）の策定・更新に向けた取組を支

援する。 

②必要性・効果等 

 地域農業の課題解決を図る。 

 

多様な担い手の確保・育成支援事業のうち、未来の担い手確保・

育成支援事業 

①事業内容 

 吉備国際大学生等の農業研修の実施や就農相談会への参加、

親方農家研修会の開催等の取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 新規就農者の確保・育成により産地の維持・発展を図る。 

 

多様な担い手確保・育成支援事業のうち農業グループ等支援事

業（女性農業グループ支援） 

①事業内容 

 女性農業者の研修会や新商品開発、販路拡大などの取組を支

「集落の設計図」策定支援事業 

①事業内容 

 地域の未来設計図（人・農地プラン）の実質化に向けた取り組

みを支援する。 

②必要性・効果等 

 地域農業の課題解決を図る。 

 

未来の担い手確保・育成支援事業 

 

①事業内容 

 吉備国際大学生等の農業研修の実施や就農相談会への参加、

親方農家研修会の開催等の取り組みを支援する。 

②必要性・効果等 

 新規就農者の確保・育成により産地の維持・発展を図る。 

 

農業女子プロジェクト事業 

 

①事業内容 

 女性農業者の研修会や新商品開発、販路拡大などの取り組み



援する。 

②必要性・効果等 

 女性の感性を活かした多様な農業活動により産地の活性化を

図る。 

 

を支援する。 

②必要性・効果等 

 女性の感性を活かした多様な農業活動により産地の活性化を

図る。 

19～20 頁 

⑶計画 

 

―削除― 

 

 

 

 

 

 

漁場改良事業  市 

①事業内容 

 河川浚渫土を発揚した養浜およびモニタリング調査を実施す

る。 

②必要性・効果等 

 底質改善等により漁場環境の改善を図る。 

 

―削除― 

 

 

 

 

 

福良湾環境保全事業  市等 

漁業再生指導事業  市 

①事業内容 

 漁業者、仲買人、産直施設の３者が行う品質向上や販売力強化

の取り組みを支援する。 

②必要性・効果等 

 漁業従事者数の維持と資質向上を図る。  

 

底質改善・モニタリング事業  市 

①事業内容 

 覆砂、撹拌魚礁、ナマコ礁のモニタリング調査を実施する。 

 

②必要性・効果等 

 底質改善等により漁場環境の改善を図る。  

 

淡路島マダイＰＲ事業  市等 

①事業内容 

 水交会等と連携しマダイのブランド化を図る。 

②必要性・効果等 

 独自のブランド化により魚価向上を図る。  

 

―追加― 



①事業内容 

海底ヘドロ等の影響による悪化が懸念される福良湾の漁場環

境の改善に向けた底質改善等の各種取組を推進する。 

②必要性・効果等 

底質改善による漁場環境の改善と水産資源の増大を図る。 

 

藻場造成事業 市等 

①事業内容 

鉄鋼スラグ人口石等を活用した藻場礁の設置を実施する。 

②必要性・効果等 

藻場の造成による漁場環境の改善と水産資源の増大を図る。 

 

―削除― 

 

 

 

 

 

 

―追加― 

 

 

 

 

 

新製品・新技術開発促進事業 市等 

①事業内容 

 新製品・新技術等開発の取り組みを支援する。 

②必要性・効果等 

 市内事業者の競争力向上を図る。  

20 頁  

⑶計画 

 

賑わいづくり事業  市等 

①事業内容 

 観光事業者、商工団体、ＮＰＯ法人等が協働する観光ＰＲ等の

取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 交流人口の増加による観光振興を図る。 

  

食の街区形成事業  市等 

賑わいづくり事業  市等 

①事業内容 

 観光事業者、商工団体、ＮＰＯ法人等が協働する観光ＰＲ等の

取組を支援する。 

②必要性・効果等 

 交流人口の増加による観光振興を図る。 

  

―追加― 



①事業内容 

空き家を活用して飲食店等を誘致・集積する。 

②必要性・効果等 

飲食店の集積等による街区形成により空き家利活用による観

光振興を図る。 

  

21 頁 

⑶計画 

 

観光協会負担金  市 

①事業内容 

 観光協会事務局の体制強化や関西圏・首都圏向け誘客促進等

の取組へ負担金を支出する。 

②必要性・効果等 

 淡路島総合観光戦略に基づき観光交流人口の増加を図る。 

  

食のエリア形成負担金  市等 

①事業内容 

 神戸市と淡路島が食のエリアとして連携し、インバウンドを

はじめとした観光客を誘致する。 

②必要性・効果等 

 神戸空港国際線就航などを踏まえ、神戸市との連携により淡

路島への誘客を図る。 

観光協会負担金  市 

①事業内容 

 観光協会事務局の体制強化や関西圏・首都圏向け誘客促進等

の取組へ負担金を支出する。 

②必要性・効果等 

 淡路島総合観光戦略に基づき観光交流人口の増加を図る。 

  

―追加― 

22～23 頁 

⑷産業振興促進事項 

ア 産業振興促進区域

及び振興すべき業種 

 

2026（令和８）年４月１日～2031（令和 13）年３月 31 日 2021（令和 3）年４月１日～2026（令和 8）年３月 31 日 



23 頁 

⑸公共施設等総合管理

計画との整合 

 

・公共施設等総合管理計画において、「本市では海釣り公園２施

設を設置しているが、いずれも供用開始から 30年以上経過して

おり、今後費用対効果や施設の統廃合・集約を視野に入れながら

計画的な維持管理を行う。」としている。 

 

・本市では海釣り公園２施設を設置しているが、いずれも供用開

始から 20年以上経過しており、今後費用対効果や施設の統廃合・

集約を視野に入れながら計画的な維持管理を行うこととしてい

る。 

  

24 頁 

⑵その対策 

情報化の推進 

 

・住民への市政情報や防災情報の迅速かつ広範囲への周知を図

るため、転入世帯等へ戸別受信機の貸与を継続して案内する。ま

た、災害発生時に備え、防災行政無線ネットワークなどを適切に

維持管理する。 

・住民への市政情報や防災情報の迅速かつ広範囲への周知に資

するため、転入世帯等へ戸別受信機の貸与を継続して案内する。

また、災害の発生に備え、防災行政無線ネットワーク機器やサー

バー機器などを適切に維持管理する。 

 

24 頁 

（目標） 

  

26 頁 

５．交通施設の整備、交

通手段の確保 

⑴現況と問題点 

ア 道路 

５行目 

 2020（令和２）年度末時点での道路改良率は 53.5％、舗装率

は 89.6％であり、今後も引き続き道路整備を進めていく必要が

ある。 

 また、本市が管理する橋梁は 2023（令和５）年度末時点で 717

橋あり、うち西淡地域では 226 橋、南淡地域では 249 橋ある。

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替え・集約撤去に対応

 2019（令和 1）年度末時点での道路改良率は 52.4％、舗装率は

89.5％であり、今後も引き続き道路整備を進めていく必要があ

る。 

 また、本市が管理する橋梁は 2016（平成 28）年度末時点で 720

橋あり、うち西淡地域では 226 橋、南淡地域では 249 橋ある。

今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに対応していく必

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

地域にお

ける超高

速ブロー

ドバンド

の世帯カ

バー率 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

防災行政

無線戸別

受信機の

設置率 

70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 70％ 

 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

地域にお

ける超高

速ブロー

ドバンド

の世帯カ

バー率 

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 

防災行政

無線戸別

受信機の

設置率 

72% 72% 73% 73% 73% 73% 

 



していく必要がある。 

 

要がある。 

 

26 頁 

イ 交通手段の確保 

４行目 

西淡及び南淡地域では、域内を循環するコミュニティバスが

西淡地域で西循環線として１日 15便、北循環線（松帆ルート）

として１日４便、南淡地域で南北幹線として１日 16便、南循環

線として１日 12便を定期運行している。また、市域を跨ぐ路線

バスが、西淡地域では長田・鳥飼線として１日 20便、南淡地域

では縦貫線として１日 28便を定期運行している。さらに南淡地

域では、離島である沼島と淡路島を結ぶ海上交通として沼島汽

船があり、１日 20便を定期運航している。 

西淡及び南淡地域では、域内を循環するコミュニティバスが

西淡地域で西循環線として１日 15便、北循環線（松帆ルート）

として１日６便、南淡地域で南北幹線として１日 14 便、南循環

線として１日 12便を定期運行している。また、市域を跨ぐ路線

バスが、西淡地域では長田・都志・鳥飼線として１日 18便、南

淡地域では縦貫線として１日 27便を定期運行している。さらに

南淡地域では、離島である沼島と淡路島を結ぶ海上交通として

沼島汽船があり、１日 20便を定期運航している。 

27 頁 

イ 交通手段の確保 

 

・市域を跨ぐ路線バスについて、淡路島地域公共交通計画に基づ

き、事業者及び関係市と協議を重ね、協働して利便性の向上を図

る。 

・市域を跨ぐ路線バスについて、淡路島地域公共交通網形成計画

に基づき、事業者及び関係市と協議を重ね、協働して利便性の向

上を図る。 

27 頁 

（目標） 

  

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

舗装修繕

面積（㎡） 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

道路橋梁

修 繕 数

（橋） 

3 3 3 3 3 15 

公共交通

利用者数

（人） 

421,300 425,400 429,500 433,600 437,700 2,147,500 

 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

舗装修繕

面積（㎡） 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

道路橋梁

修 繕 数

（橋） 

3 3 3 3 3 15 

公共交通

利用者数

（人） 

381,900 389,500 409,000 413,100 417,200 2,010,700 

 



 

27～28 頁 

⑶計画 

 

道路整備事業 

・湊伊加利線 L=170ｍ W=5.0ｍ 

・津井伊加利線 L=600ｍ W=5.0ｍ 

・松帆 45 号線 L=500ｍ W4.0ｍ 

・松帆 55 号線 L=110ｍ W=5.0ｍ 

・松帆 125 号線 L=330ｍ W=6.0ｍ 

・阿那賀 17 号線 L=120ｍ W=5.0ｍ 

・志知 12 号線 L=150ｍ W=4.0ｍ 

・福良 37 号線 L=50ｍ W=4.0ｍ 

・鍛治屋鹿の子線 L=200ｍ W=6.0ｍ 

・賀集 12 号線 L=180ｍ W=5.0ｍ 

―削除― 

・阿万 88 号線 L=150ｍ W=5.0ｍ 

・阿万 134 号線 L=2,700ｍ W=4.0ｍ 

・東町地野線 L=80ｍ W=5.0ｍ 

・創設市道（片田地区） L=320ｍ  W=5.0ｍ 

・阿万 173 号線 L=800ｍ W=5.0ｍ 

 

道路修繕事業 

 

道路整備事業 

・湊伊加利線 L=170ｍ ―追加― 

・津井伊加利線 L=600ｍ 

・松帆 45 号線 L=500ｍ 

・松帆 55 号線 L=110ｍ 

・松帆 125 号線 L=330ｍ 

・阿那賀 17 号線 L=120ｍ 

・志知 12 号線 L=150ｍ 

・福良 37 号線 L=50ｍ 

・鍛治屋鹿の子線 L=200ｍ 

・賀集 12 号線 L=180ｍ 

・賀集 75 号線 L=20ｍ 

・阿万 88 号線 L=150ｍ 

・阿万 134 号線 L=2,700ｍ 

・東町地野線 L=80ｍ 

・非農用地 L=320ｍ 

―追加― 

 

―追加― 



28 頁 

⑶計画 

 

⑹自動車等 

 自動車 

⑼過疎地域持続的発展特別事業 

 公共交通 

⑹自動車等 

―追加― 

⑼過疎地域持続的発展特別事業 

―追加― 

29 頁 

⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

 

・公共施設等総合管理計画において、橋梁については、「市民の

安全で快適な生活環境に結び付いたものであり、「道路橋長寿

命化修繕計画」に基づき、補修保全を計画的・効率的に実施し

ます。」とし、道路については、「市民、地域と行政が共同作業

にて維持管理していくことが望ましく、行政として一定の支

援を行うなど、地域で行うインフラメンテナンスのあり方を

検討・実施します。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「道路、橋梁については、

市民の安全で快適な生活環境に結び付いたものであり、「道路

橋長寿命化修繕計画」に基づき、拡幅等整備と補修保全を計画

的・効率的に実施します。」としている。 

30 頁 

６．生活環境の整備 

⑴現況と問題点 

イ 汚水処理 

 

本市の下水道は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水

事業、漁業集落排水事業の３事業が単独下水道として供用開始

されている。各下水道事業の集合処理では、2016（平成 28）年

度より統廃合事業を行い、現状では 14処理区 18処理場を有し、

整備率は 93.3％となっている。 

 西淡及び南淡地域においては、特定環境保全公共下水道事業

や漁業集落排水事業が供用開始されている。 

 今後、人口減少や施設の老朽化が進行する状況において、長期

的な視点による下水道事業の経営の効率化・健全化が求められ、

経営基盤の強化や財務マネジメントの向上等に的確に取り組ん

で行く必要がある。 

 生活排水処理については、沼島では漁業集落排水整備事業に

より平成８年に供用開始され、島内で完全処理されている。 

 ごみについては、沼島地域では、可燃ごみ、不燃ごみ及び資源

本市の下水道は、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水

事業、漁業集落排水事業の３事業が単独下水道として供用開始

されている。各下水道事業の集合処理では、2016（平成 28）年

度には統廃合を行い、現状では 14 処理区 24 処理場を有し、整

備率は 80.5％となっている。 

 西淡及び南淡地域においても、特定環境保全公共下水道事業

や漁業集落排水事業が供用開始されている。 

 今後、人口減少や施設の老朽化が進行する状況において、長期

的な視点による下水道事業の経営の効率化・健全化が求められ、

経営基盤の強化や財務マネジメントの向上等に的確に取り組ん

で行く必要がある。 

―追加― 

 



ごみを淡路島側へ移送し処理しており、生活衛生環境の保全に

努めているが、物資輸送と同様に輸送を担っている民間事業者

の代替となる手段の確保が課題となっている。 

 

30～31 頁 

ウ 廃棄物の処理 

９行目 

沼島地域においては、不燃ごみ（産業廃棄物）が島外処分され

ているため、家屋の改築時等における廃材処分費については、海

上輸送費等の個人負担が大きくなっている。人口及び世帯数の

減少による廃家屋や空き家も近年増加し、長年放置されること

により危険空家となるケースが増加している。 

 

―追加― 

 

31 頁 

オ その他 

本市火葬場「南あわじ市斎苑 桜花の郷」は、2023（令和５）

年４月 1 日より供用開始し、民間事業者への指定管理により運

営している。指定管理者と調整を図りながら、機器補修及び場内

管理など適正かつ効率的な維持管理を行っている。 

本市火葬場は、1966（昭和 41）年に建設され、南あわじ市が

管理運営している。長期稼働に伴う劣化や老朽化が著しく、火葬

業務を支障なく行うために施設の再整備が必要である。 

31 頁 

⑵その対策 

 

ア 住宅 

 ・南あわじ市公営住宅等長寿命化計画に基づき住宅改修を進 

め、良質な公営住宅の維持に努める。また入居戸数が少数 

になった団地については、転居の検討を行っていただき、 

転居後は建物の解体及び用途廃止を進める。 

 

 イ 汚水処理 

 ・南あわじ下水道事業経営戦略に基づき、企業の健全経営に向 

け、積極的な加入促進による接続率の向上や使用料等の適 

切な徴収などによる財源確保の安定化を図る。 

ア 住宅 

 ・南あわじ市公営住宅長寿命化計画に基づき住宅改修を進め、 

良質な公営住宅の維持に努める。また入居戸数が少数にな 

った団地については、転居の検討を行っていただき、用途 

廃止を進める。 

 

 イ 汚水処理 

 ・南あわじ下水道事業経営戦略に基づき、企業の健全経営に向 

け、積極的な加入促進による接続率の向上や使用料等の適 

切な徴収などによる財源確保の安定化を図る。 



 ・特定環境保全公共下水道事業や漁業集落排水事業において、 

ストックマネジメント事業、排水施設機能強化事業を実施 

することにより、施設全体の更新事業費の最適化を図る。 

 

 ・ストックマネジメントを実施し、特定環境保全公共下水道事 

業や農業集落排水事業において、施設の統合など施設全体 

の更新事業量の最適化を図り、点検・調査・改築・修繕を図 

る。 

 

32 頁 

オ その他 

・火葬場については、機器補修及び場内管理など適正かつ効率的

な運営を図る。 

・火葬場建設事業の着実な進捗を図る。 

32 頁 

（目標） 

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

可 燃 ご

み 処 理

量（ｔ） 

12,269 12,076 11,881 11,703 11,638 

汚 水 処

理 人 口

普 及 率

（％） 

91.1 91.7 92.3 92.9 93.4 

  

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

可 燃 ご

み 処 理

量（ｔ） 

13,314 13,102 12,888 12,677 12,468 

汚 水 処

理 人 口

普 及 率

（％） 

94.3 94.8 94.9 95.8 96.2 

32～33 頁 

⑶計画 

 

⑵下水処理施設 

 公共下水道 下水道事業（公共下水道） 

 その他 下水道事業（漁業集落排水） 

        ―削除― 

 資源循環産業体系構築事業 

⑶廃棄物処理施設 

 ごみ処理施設 リサイクルセンター整備事業 

⑵下水処理施設    

―追加―     下水道事業（公共下水道） 

―追加―     下水道事業（漁業集落排水） 

       下水放流施設建設事業 

       資源循環産業体系構築事業 

⑶廃棄物処理施設   

―追加―     リサイクルセンター整備事業 



  ごみ処理施設整備事業 

 その他 資源循環産業体系構築事業 

 バイオマス利活用フロンティア整備事業 

―削除― 

⑸消防施設 消防施設・設備整備事業 

⑺過疎地域持続的発展特別事業 

 環境 沼島リサイクルセンター維持管理事業 

①事業内容 

     沼島リサイクルセンターの維持管理を適切に行う。 

②必要性・効果等 

     沼島地区から排出される一般廃棄物の減量化と資源 

循環の推進を図る。 

 

       ごみ処理施設整備事業 

―追加―     資源循環産業体系構築事業 

       バイオマス利活用フロンティア整備事業 

⑷火葬場   火葬場建設事業 

⑸消防施設 消防施設・設備整備事業 

⑺過疎地域持続的発展特別事業  

―追加― 沼島リサイクルセンター維持管理事業 

①事業内容 

     沼島リサイクルセンターの維持管理を適切に行う。 

②必要性・効果等 

     沼島地区から排出される一般廃棄物の減量化と資源 

循環の推進を図る。 

33 頁 

⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、「既存の公営住宅について 

は、長寿命化を考慮した適正な維持補修を計画的に行います。 

また、施設の耐震性能や耐用年数から優先順位を定め、長寿命 

化計画等に基づき、計画的に修繕・集約化を図り、市営住宅ス 

トック総量の縮減を図っていきます。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「下水道事業については、

今後は、効率的な事業の運営の観点から、人口規模に応じた生

活排水処理施設への再編計画「下水道事業統廃合基本計画」を

策定し、2024（令和６）年度整備完了予定で進めます。「スト

ックマネジメントを踏まえた下水道長寿命計画」を策定し、計

画的かつ効率的な施設の改築・更新を行い改築事業費の縮減

を図ります。」としている。 

―追加― 

 

 

 

 

・公共施設等総合管理計画において、「下水道事業については、

今後は、効率的な事業の運営の観点から、人口規模に応じた生

活排水処理施設への再編計画「下水道事業統廃合基本計画」を

策定し、2024（令和 6）年度整備完了予定で進めます。「スト

ックマネジメントを踏まえた下水道長寿命計画」を策定し、計

画的かつ効率的な施設の改築・更新を行い改築事業費の縮減

を図ります。」としている。 



・公共施設等総合管理計画において、「バイオマス利活用施設に

ついては、本市の主要農産物である玉葱の残さ処理施設とし

て建設されましたが、経年劣化等による故障も多くなってき

ており、日々の清掃、整備を強化し、引き続き修繕費の抑制に

努めていきます。今後は、メタン発酵施設の再検討、既存バイ

オマス施設の改善、一般的な堆肥施設の新設、新技術の検討な

ど資源循環産業体系のあり方に関して総合的な見直しを行

い、様々な手法をあらゆる角度から検討します。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「火葬場については、指定

管理者と調整を図りながら、機器補修及び場内管理など適正

かつ効率的な維持管理を実施します。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

・公共施設等総合管理計画において、「火葬場は 1966（昭和 41）

年に施工され約 50年が経過し、この間適宜、修繕等を行いな

がら施設の機能の保持に努めてきましたが、長期稼働による

老朽化や劣化が見られ、最近の火葬場施設と比較すると機能

的に不足する設備となっていることから、新しい火葬場の建

設を進めていきます。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

 

35 頁 

７．子育て環境の確保、

高齢者等の保健及び福

祉の向上及び増進 

⑴現況と問題点 

ア 子育て支援 

 

近年のデジタル化の急速な進展と、少子化や核家族化、共働き

家庭の増加が進んだことにより、近隣関係の希薄化など、子育て

家庭や子どもの育ちをめぐる環境が一層変化し、子育てに対す

る負担感や孤独感を感じる親が増加するなど、子どもの健全な

育成に大きな影響を与えている。 

近年の少子化や核家族化、共働き家庭の増加が進んだことに

より、近隣関係の希薄化など、子育て家庭や子どもの育ちをめぐ

る環境が一層変化し、子育てに対する負担感や孤独感を感じる

親が増加するなど、子どもの健全な育成に大きな影響を与えて

いる。 



35 頁 

出産祝金支給状況 

  

36 頁 

イ 介護サービスの確

保及び充実 

11行目 

 また、高齢者を取り巻く状況はより複雑・複合化しており、

“8050 問題”や“老老介護”が増加傾向にあるなど、介護者を

支えるサービスの充実を図り、介護者負担の軽減を図る取組が

必要である。 

 

住民基本台帳 2025(令和 7)年 10月末現在 

 

また、高齢者が高齢者を介護する“老老介護”が増えている状

況など、介護者を支えるサービスの充実を図り、介護者負担の軽

減を図る取り組みが必要である。 

 

住民基本台帳 2020(令和 2)年 9月末現在 

 

36 頁 

ウ 高齢者の活躍の場

の拡大 

2020（令和２）年の国勢調査による本市の高齢化率（65 歳以

上）は本市全体で 36.2％、西淡及び南淡地域では 39.0％となっ

ており、これまでと同様の社会経済基盤を維持・発展させていく

ことは難しい状況となっている。 

 2015（平成 27）年の国勢調査による本市の高齢化率（65歳以

上）は本市全体で 33.4％、西淡及び南淡地域では 35.8％となっ

ており、これまでと同様の社会経済基盤を維持・発展させていく

ことは難しい状況となっている。 

日常生活圏域における高齢者人口等

総人口
（人）

65歳以上人口
（人）

高齢化率
（％）

圏域全体（南あわじ市） 43,134 15,951 37.0%

　うち西淡圏域 8,910 3,667 41.2%

　うち南淡圏域 14,147 5,735 40.5%

日常生活圏域における高齢者人口等

総人口
（人）

65歳以上人口
（人）

高齢化率
（％）

圏域全体（南あわじ市） 46,497 16,176 34.8%

　うち西淡圏域 9,800 3,790 38.7%

　うち南淡圏域 15,727 5,949 37.8%



37 頁 

（目標） 

  

37～38 頁 

⑶計画 

⑴児童福祉施設 

 保育所     保育所整備事業 

 児童館     児童館整備事業 

 障害児童入所施設 障害者福祉施設整備事業 

⑵認定こども園  認定こども園整備事業 

⑶高齢者福祉施設 

老人福祉センター  老人福祉施設整備事業 

⑺市町村保健センター及びこども家庭センター  

保健センター整備事業 

 

⑴児童福祉施設  

―追加― 保育所整備事業 

―追加― 児童館整備事業 

―追加― 障害者福祉施設整備事業 

⑵認定こども園 認定こども園整備事業 

⑶高齢者福祉施設 

老人福祉センター  老人福祉施設整備事業 

⑺市町村保健センター及び母子健康包括支援センター 

保健センター整備事業 

39～40 頁 

⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、子育て支援施設について、 

「保育所のあり方については、まず５年後、10年後の将来を 

見据え、こどもの幼児教育の観点と保護者の保育ニーズへの 

対応、保育士等の適正配置を考慮し、幼児期から児童期（小学 

校）に「こどもの遊びを学びにつなげる橋渡しとなること」を 

念頭に検討し、その考えに基づき、適正規模・適正配置での施 

・公共施設等総合管理計画において、子育て支援施設について、 

「保育所のあり方については、利用者のニーズへの対応と将 

来を見据えた観点から、施設運営の充実や効率化を図るため、 

１小学校区１保育所の設置を原則として、施設の統廃合を推 

進していきます。統廃合の際には既存施設を集約化した後に 

必要となる整備を統廃合の前後に実施し、施設総量の削減と 

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

待機児童

数（人） 
0 0 0 0 0 ― 

学童保育

利用児童

数（人） 

80 80 75 75 70 380 

いきいき

百歳体操

開催箇所

数（か所） 

90 91 92 93 94 ― 

 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

待機児童

数（人） 
0 0 0 0 0 ― 

学童保育

利用児童

数（人） 

105 100 100 90 85 480 

いきいき

百歳体操

開催箇所

数（か所） 

85 86 87 88 89 ― 

 



設運営が行えるよう保育施設を再編します。また、民間事業者 

による施設整備や運営（民間移管）についても検討し、施設運 

営の効率化を図っていきます。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、保健・福祉施設について、 

「老人福祉センターについては、指定管理者制度等を利用し 

て、管理運営を行っていますが、利用状況、老朽化の状況等に 

より、耐震化、修繕等の必要性を検討するとともに、現在の指 

定管理期間中に指定管理者である各自治会等と調整を行い、 

譲渡・廃止等を行います。保健センターについては、2015（平 

成 27）年４月１日に西淡・三原保健センター、2016（平成 28） 

年４月１日に南淡福祉保健センターを廃止し、南あわじ市保 

健センター（旧緑保健福祉センター）に機能を集約し、今後は、 

劣化等の箇所を早期に発見・補修し、施設の長寿命化を図りま 

す。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

適正規模での施設運営を行います。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、保健・福祉施設について、 

「老人福祉センターについては、指定管理制度及び管理委託 

により、自治会、老人クラブ及びシルバー人材センターが管理 

運営を行っていますが、利用状況、老朽化の状況等により、耐 

震化、修繕等の必要性を検討するとともに、現在の指定期間中 

に各自治会と調整を行い、同意が得られた施設については、譲 

渡・廃止を行います。保健センターについては、2015（平成 27） 

年４月１日に西淡・三原保健センター、2016（平成 28）年４ 

月１日に南淡福祉保健センターを廃止し、南あわじ市保健セ 

ンター（旧緑保健福祉センター）に機能を集約することによ 

り、事業の効率化・維持管理経費の削減に努めています。今後 

は、劣化等の箇所を早期に発見・補修し、施設の長寿命化を図 

ります。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

 

41 頁 

８．医療の確保 

⑴現況と問題点 

医療の確保 

 

本市の 2024（令和６）年度末における病院、診療所の設置状

況は、病院が５ヶ所、一般診療所が 41ヶ所、歯科診療所が 21ヶ

所となっている。 

本市の 2020（令和 2）年度末における病院、診療所の設置状況

は、病院が５ヶ所、一般診療所が 43 ヶ所、歯科診療所が 24 ヶ

所となっている。 



41 頁 

（目標） 

  

42 頁 

⑶計画 

⑴診療施設 

 診療所 

 

⑶過疎地域持続的発展特別事業 

 その他 

⑴診療施設 

―追加― 

 

⑶過疎地域持続的発展特別事業 

―追加― 

42 頁 

⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

・公共施設等総合管理計画において、医療施設について、「国民 

健康保険直営診療所は、築年数の経過により老朽化している

施設もあります。へき地医療確保のため、利用者状況を見極め

ながら地域医療の拠点としての存続等の検討を進めます。休

日診療所については、老朽化に加え耐震基準を満たしていな

いため、廃止し余剰施設となった旧南淡福祉保健センターへ

移転しました。引き続き、適切な管理運営をしていきます。」

としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

 

・公共施設等総合管理計画において、医療施設について、「国保 

直営診療所は築年数の経過により老朽化しており、へき地医 

療確保のため、地域医療の拠点としての存続等を今後検討す

る必要があります。休日診療所については、老朽化に加え耐震

基準を満たしていないため、廃止し余剰施設となった旧南淡

福祉保健センターへ移転しました。旧施設については、関係部

署と協議し解体や施設の再利用等を検討していきます。」とし

ている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画 

を踏まえた事業展開を行う。 

 

 令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 

休日の医療提

供体制の確保 

（施設） 

1 1 1 1 1 

医療環境維持

のためのへき

地における医

師確保（人） 

3 3 3 3 3 

 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

休日の医療提

供体制の確保 

（施設） 

1 1 1 1 1 

医療環境維持

のためのへき

地における医

師確保（人） 

3 3 3 3 3 

 



43 頁 

９．教育の振興 

⑴現状と問題点 

ア 学校教育の充実 

１行目 

人口減少、少子高齢化が進む中、西淡及び南淡地域における児

童生徒数の減少は顕著である。2025（令和７）年５月現在、中学

校生徒数は530人、小学校児童数は1,011人であり、2004（平成16）

年度（南あわじ市合併年度）と比較すると、それぞれ430人、752

人の減少となっており、今後も引き続き児童生徒数の減少傾向

が見込まれる。 

 

人口減少、少子高齢化が進む中、西淡及び南淡地域における児

童生徒数の減少は顕著である。2021（令和3）年５月現在、中学

校生徒数は568人、小学校児童数は1,112人であり、2004（平成16）

年度（南あわじ市合併年度）と比較すると、それぞれ392人、690

人の減少となっており、今後も引き続き児童生徒数の減少傾向

が見込まれる。 

 

43 頁 

９．教育の振興 

⑴現状と問題点 

ア 学校教育の充実 

11 行目 

本市においては、2025（令和７）年度に「第４期南あわじ市教

育振興基本計画」を策定し、第３期に引き続き「学ぶ楽しさ日本

一」をメインテーマとし、サブテーマに「生涯を通じて、学びの

いぶきがみなぎるまちづくり」を掲げ、すべての市民が生涯を通

じてどんなときでも楽しく学ぶ機会を持ち、心豊かな日々を送

ることができるまちづくりに取り組んでいる。 

 

本市においては、2020（令和 2）年度に「学ぶ楽しさ日本一」

を掲げ、「夢と志を持ち、ふるさと南あわじの未来を創る人づく

り」に取り組む「第３期南あわじ市教育振興基本計画」を策定し、

多角的、多面的、継続的に「学ぶ楽しさ」を追求し、実感できる

取り組みを推進している。 

 

 



 

 

44 頁 

ウ スポーツの振興 

４行目 

2027（令和９）年には、概ね30歳以上のスポーツ愛好者であれ

ば誰もが参加できる生涯スポーツの国際総合競技大会「関西ワ

ールドマスターズゲームズ2027」のビーチバレーボール競技が

名勝慶野松原（西淡地域）において開催されるなどスポーツと観

光を融合させたスポーツツーリズムによる地域活性化の促進も

期待されている。 

2022（令和4）年には、生涯スポーツの国際総合競技大会「関

西ワールドマスターズゲームズ2021」のビーチバレーボール競

技が名勝慶野松原（西淡地域）において開催されるなどスポーツ

と観光を融合させたスポーツツーリズムによる地域活性化の促

進も期待されている。 

学校名 
令和 
２年 

令和 
３年 

令和 
４年 

令和 
５年 

令和 
６年 

令和 
７年 

西淡中学校 236 215 188 186 197 207 

南淡中学校 352 348 309 310 327 303 

沼島中学校 4 5 20 19 21 20 

小計（中学校） 592 568 517 515 545 530 

松帆小学校 203 199 201 197 192 184 

湊小学校 61 68 65 62 51 56 

辰美小学校 127 123 123 110 106 97 

志知小学校 74 67 69 65 73 69 

賀集小学校 188 192 207 204 191 186 

福良小学校 189 182 177 173 167 162 

北阿万小学校 127 130 123 122 113 113 

阿万小学校 140 139 137 148 143 128 

沼島小学校 11 12 15 18 16 16 

小計（小学校） 1,120 1,112 1,117 1,099 1,052 1,011 

合計 1,712 1,680 1,634 1,614 1,597 1,541 

 

学校名 
平成 
16年 

平成 
17年 

平成 
22年 

平成 
27年 

令和 
２年 

令和 
３年 

西淡中学校 － － － 264 236 215 

 御原中学校 262 247 233 － － － 

 辰美中学校 119 117 66 － － － 

南淡中学校 564 575 484 432 363 348 

沼島中学校 15 14 25 9 4 5 

小計（中学校） 960 953 808 705 603 568 

松帆小学校 264 260 260 231 203 199 

湊小学校 140 129 86 66 61 68 

辰美小学校 － 164 153 139 127 123 

 津井小学校 65 － － － － － 

 丸山小学校 52 － － － － － 

 阿那賀小学校 28 － － － － － 

 伊加利小学校 30 － － － － － 

志知小学校 － － － － 74 67 

 西淡志知小学校 75 75 55 46 － － 

 (三原志知小学校) (39) (40) (26) (20) － － 

賀集小学校 238 229 186 167 188 192 

福良小学校 355 328 284 222 189 182 

北阿万小学校 252 229 163 157 127 130 

阿万小学校 173 181 158 165 140 139 

 灘小学校 50 43 34 － － － 

沼島小学校 41 44 32 11 11 12 

小計（小学校） 1,763 1,682 1,411 1,204 1,120 1,112 

合計 2,723 2,635 2,219 1,909 1,723 1,680 

 



44～45 頁 

⑵その対策 

ア 学校教育の充実 

 

・児童生徒が主体的・対話的に学ぶ中で、お互いの意見や考えを

認め合い、学び合いながら、深い学びを追求していくことで、

基礎学力の定着と思考力や判断力、表現力等の育成を進める

とともに、コミュニケーション能力や創造力、やり抜く力とい

った非認知能力の育成をめざす。 

・身近にある自然体験等を通じ、生命や自然に対する畏敬の念、

先人の生き方、地域の歴史等を学び、ふるさと意識を醸成する

とともに、豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、他者を

思いやる心の育成を図る。 

・誰一人取り残すことのない共生社会の実現に向けたインクル

ーシブ教育システムの構築をめざし、一人一人の教育的ニー

ズを把握し、一貫した支援が行えるよう、市教育委員会、関係

機関、地域住民と連携した支援体制を構築する。 

・多様で予測困難な社会に対応できるよう、自らの意思と責任で

主体的に進路を選び、決定できる力や態度を育成する。 

・あらゆる災害を「他人事」から「自分事」として捉え、非常時

に自ら判断して行動できる力の育成に重点を置き、安全・安心

なまちづくりに貢献しようとする意識を高める。 

・子どもたちの「学ぶ楽しさ」の実現に向け、楽しい授業・楽し

い学校づくりの中心となる教職員の資質・能力の育成や、人間

力の向上に取り組む。 

・学校教育目標の共通理解を図りながら、教職員一人一人の能

力・適性を活かした学校運営に努め、教職員全員が協力して、

機動的に対応できる組織を構築する。 

 

・思考力・判断力・表現力等の育成を進めるとともに、コミュニ

ケーション能力や創造力、やり抜く力といった非認知能力の

育成を進める。 

・身近にある豊かな体験を通じ、生命や自然に対する畏敬の念、

先人の生き方、地域の歴史等を学び、ふるさと意識を醸成す

る。また、豊かな情操や規範意識、自他の生命の尊重、他者へ

の思いやり、自己実現と共生等を道徳教育・人権教育により育

み、地域人材の育成を図る。 

・子どもたち一人ひとりが生涯を見据えて目的を持ち、充実した

人生を送るための基盤となる力を、小学校から高等学校まで

のつながりを重視しながら育成を図る。 

・幼児一人ひとりの直接的・具体的な体験としての遊びや、幼児

同士が共通の目的を見出し、工夫したり協力したりする「協同

する経験」等を通じて、「生きる力」の基礎を育成する。また、

総合的な指導の中で資質・能力を一体的に育むとともに、基本

的生活習慣等を身に付けさせる。 

・あらゆる災害を「他人事」から「自分事」としてとらえ、非常

時に自ら判断して行動できる力の育成に重点を置き、児童生

徒自らが、将来的にわたって主体的に本市の防災に関わり、安

全・安心なまちづくりに貢献しようとする意識を高める。 

・新しい時代に求められる教職員の資質・能力の育成に向けて、

新たな学びの指導方法や教育課題等について引き続き研修を

重ね、教職員の専門性や実践的指導力の向上を図る。 

 



45 頁 

イ 社会教育の充実 

 

・本市においては、小学生を対象に、放課後子ども教室と学童保

育を融合したアフタースクール事業を2019（令和元）年度より

開始している。地域住民の参画を得ながら多種多様な体験プ

ログラムや交流により主体的に学び、豊かな心を育むことを

目的とした価値の高い学びの場を創出している。なお、2025

（令和７）年度までに、西淡地域で３校区（松帆、湊、辰美）、

南淡地域で４校区（賀集、福良、阿万、北阿万）が事業スター

トしており、順次西淡及び南淡地域を含めたすべての校区に

おいて展開を進めている。 

 

・本市においては、全国に先駆け、放課後子ども教室と学童保育

を融合したアフタースクール事業（国においては「新・放課後

子ども総合プラン」）を2019（令和1）年度より試行させ、各種

体験プログラムを取り入れた価値の高い学びの場を創出して

いる。なお、2020（令和2）年度においては西淡地域で１校区

（湊校区）が事業スタートしており、今後西淡及び南淡地域を

含めた展開を予定している。 
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（目標） 

 

 

※１：西淡及び南淡地域にて開設されている「アフタースクー

ル」利用者割合 

※２：西淡及び南淡地域に設置されているスポーツ施設９施設 

 

 

※１：西淡及び南淡地域にて開設されている「アフタースクー

ル」利用者割合 

※２：西淡及び南淡地域に設置されているスポーツ施設８施設 

 

46～47 頁 

⑶計画 

 

松帆小学校校舎大規模改造事業 

湊小学校校舎大規模改造事業 

辰美小学校校舎大規模改造事業 

志知小学校校舎大規模改造事業 

松帆小学校校舎大規模改造事業 

―追加― 

―追加― 

志知小学校校舎大規模改造事業 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

「学校に行く

のが楽しい」と

思う児童生徒

の割合 （％） 

86 92 92 92 92.5 92.5 92.5 

アフタースク

ール(※1)利用

割合  （％） 

23 25 27 29 31 33 33 

スポーツ施設

(※2)利用者数 

（人） 

156,328 156,600 159,000 156,800 156,900 157,000 942,898 

 

指標名 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

「学校に行く

のが楽しい」と

思う児童生徒

の割合 （％） 

84.5 84.5 85.0 85.5 86.0 86.5 86.5 

アフタースク

ール(※1)利用

割合  （％） 

－ 35 38 41 45 45 － 

スポーツ施設

(※2)利用者数 

（人） 

81,000 86,000 92,000 97,000 102,000 108,000 566,000 

 



賀集小学校校舎大規模改造事業 

福良小学校校舎大規模改造事業 

北阿万小学校校舎大規模改造事業 

阿万小学校校舎大規模改造事業 

沼島中学校校舎大規模改造事業 

沼島小学校校舎大規模改造事業 

市内小学校特別教室空調整備事業 

市内小学校校舎営繕工事 

市内中学校校舎営繕工事 

市内小学校校舎等照明ＬＥＤ化事業 

市内中学校校舎等照明ＬＥＤ化事業 

賀集小学校屋内運動場大規模改造事業 

志知小学校屋内運動場大規模改造事業 

松帆小学校屋内運動場大規模改造事業 

湊小学校屋内運動場大規模改造事業 

辰美小学校屋内運動場大規模改造事業 

沼島小中学校屋内運動場大規模改造事業 

市内小学校屋内運動場空調整備事業 

市内中学校屋内運動場空調整備事業 

市内小学校屋内運動場営繕工事 

市内中学校屋内運動場営繕工事 

―削除― 

賀集小学校校舎大規模改造事業 

福良小学校校舎大規模改造事業 

北阿万小学校校舎大規模改造事業 

―追加― 

沼島中学校校舎大規模改造事業 

沼島小学校校舎大規模改造事業 

市内小学校特別教室空調整備事業 

市内小学校校舎営繕工事 

市内中学校校舎営繕工事 

―追加― 

―追加― 

賀集小学校屋内運動場大規模改造事業 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

―追加― 

沼島中学校屋内運動場営繕工事 
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⑶計画 

体育施設 

文化体育館改修工事  市 

南淡Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事  市 

西淡社会教育センター改修事業  市 

西淡グラウンド改修事業  市 

慶野松原ビーチバレーコート改修事業  市 

賀集スポーツセンター改修事業  市 

阿万スポーツセンター改修事業  市 

灘スポーツセンター改修事業  市 

沼島グラウンド改修事業  市 

文化体育館改修工事  市 

南淡Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事  市 

社会教育センター改修事業  市 

西淡グラウンド改修事業  市 

―追加― 

 

 

 

沼島グラウンド改修事業  市 

 

48 頁 

⑶計画 

⑷過疎地域持続的発展

特別事業 

義務教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育 ICT 環境整備事業  市 

①事業内容 

 小中学校における校務用情報機器を整備するとともにシステ

ムのクラウド化を図り、その維持管理を行う。 

②必要性・効果等 

 校務改革を進め、業務効率を高めることで教員が児童生徒に

向き合う時間を確保し、児童生徒の個別最適な学びを保障す

る。 

  

スクールイノベーション事業  市 

①事業内容 

 学力向上、ICT 教育の推進、特別支援教育の推進、いじめ・不

登校問題への対応など、学校が抱える様々な課題に対し、学校

が独自の切り口で主体的に課題解決を図るための体制づくり

を支援する。 

―追加― 

 

 

 

 

 

 

 

 

スクールチャレンジ事業  市 

①事業内容 

 学力向上、特別支援教育、いじめ、不登校等様々な課題に対応

する教職員の資質向上研修や研究、体制づくりを支援する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習・スポーツ 

②必要性・効果等 

 各校が「学ぶ楽しさ」を追求する授業や行事、取組を展開する

ことで特色ある学校づくりを推進するとともに、教育 DX を

通じて授業改革、校務改革を図る。 

  

ふるさと創造学習推進事業  市 

①事業内容 

 淡路人形浄瑠璃等の伝統芸能を活かしてコミュニケーション

能力や表現力を養う教育カリキュラムを実施する。 

②必要性・効果等 

 郷土愛あふれる表現力豊かな人づくりにより、地域の魅力を

理解し、発信できる子どもを育成する。 

  

アフタースクール事業  市 

①事業内容 

 全ての児童を対象に地域住民の参画を得ながら学習、文化、ス

ポーツ等の体験プログラムを提供する。 

②必要性・効果等 

 体験プログラムにより児童の積極性及び自立性等を育む。 

②必要性・効果等 

 各校が「学ぶ楽しさ」を追求する授業や行事、取り組みを展開

し、特色ある学校づくりを図る。 市 

 

 

コアカリキュラム推進事業  市 

①事業内容 

 淡路人形浄瑠璃等の伝統芸能を活かしてコミュニケーション

能力や表現力を養う教育カリキュラムを実施する。 

②必要性・効果等 

 郷土愛あふれる表現力豊かな人づくりにより、地域の魅力を

理解し、発信できる子どもを育成する。  

 

アフタースクール事業  市 

①事業内容 

 全ての児童を対象に学習、文化、スポーツ等の体験プログラム

を提供する。 

②必要性・効果等 

 体験プログラムにより児童の積極性及び自立性等を育む。  

48～49 頁 

⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

 

・公共施設等総合管理計画において、「学校教育施設につい 

ては、児童・生徒や教職員等の安全安心を確保し、「学ぶ楽し

さ日本一」の実現に必要な教育環境の確保を維持する。老朽化

対策として適正な部分的改修、大規模改造事業を計画すると

ともに、多様な学習内容・学習形態やＩＣＴ機器を日常的に活

用できる多機能な学習環境の確保や、脱炭素化の推進に取り

・学校教育施設については、安全・安心で、学習効果の高い教育

環境を実現していくための整備を最優先とし、校舎等の老朽

化対策として適正な部分的改修、大規模改造事業、長寿命化事

業等を計画的に実施することと規定している。 

・公民館については、生涯学習の推進や地域活性化のみならず、

災害時の避難所、協働のまちづくり推進のための市民交流セン



組めるように計画を検討する。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「公民館については、生涯

学習の推進や地域活性化のみならず、災害時の避難所、協働の

まちづくり推進のための市民交流センターの併設等、多面的

な機能が求められるため、計画的な修繕又は改修を推進す

る。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「埋蔵文化財調査事務所に

ついては、旧給食センター（1971(昭和46)年建築）を活用して

おり、現在の耐震基準を満たしていない。そのため、事務所の

移転を検討する。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「歴史民俗資料館は将来的

に解体予定のため、展示物等を含め一体利用できる公共施設

への移転を検討する。」としている。 

・公共施設等総合管理計画において、「その他の社会教育施設は、

新築時より30～40年経過し経年劣化が顕著な建物が見受けら

れるため、予防保全的な維持管理、修繕に努めながら劣化具合

等を鑑み、必要に応じて用途の廃止を検討する。」としている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

ターの併設等、多面的な機能が求められるため、計画的な修繕又

は改修を推進することとしている。 

・埋蔵文化財調査事務所については、旧給食センター（1971(昭

和46)年建築）を活用しており、現在の耐震基準を満たしてい

ない。そのため、移転又は大規模改修など早急な対応の必要性

が規定されている。 

・歴史民俗資料館は将来的に解体予定のため、展示物等を含め一

体利用できる公共施設への移転を検討することとしている。 

・その他の社会教育施設は、新築時より20～30 年経過し経年劣

化が顕著な建物が見受けられるため、予防保全的な維持管理、

修繕に努めながら劣化具合等を鑑み、必要に応じて大規模改

修を実施することとしている。 

・過疎地域持続的発展計画においても、公共施設等総合管理計画

を踏まえた事業展開を行う。 

 

50 頁 

10．集落の整備 

⑴現状と問題点 

９行目 

 

 

本市においては、2015（平成27）年度に「地域力を向上するた 

めの新しい地域の仕組み」として、地域づくり協議会が全21地区

において組織された。組織されてから10年以上が経過し、運営を

進めていく中で、協議会ごとの個性も生まれ、また、その地域に

あった協議会の運営が展開され、様々なイベントの実施、地域課

題への対応が始まっている。 

本市においては、2015（平成 27）年度に「地域力を向上する

ための新しい地域の仕組み」として、地域づくり協議会が全 21

地区において組織された。―追加― 

 

 

 



 

20 行目 

  

他方で、近い将来に発生が心配される南海トラフ地震や激甚

化する台風、また、昨今の異常気象に伴う線状降水帯の発生など

様々な自然災害が発生している。いつ起こるかわからない災害

に対し、住民の防災意識の向上やいざという時の防災対応が取

れるよう日頃からの備えが求められている。公助が行き届くま

でには時間を要することから、災害発生当初において自助や共

助は非常に重要である。地域住民の安全・安心を確保するため、

自主防災組織の育成や防災訓練を通じ、防災意識の向上など地

域防災力の強化に努める。 

 

 

他方で、近い将来に、南海トラフ地震が懸念されるとともに、

毎年襲来する台風や集中豪雨など様々な自然現象が発生してい

る。いつ起こるかわからない災害に対し、住民の防災意識やいざ

という時の行動力が被害軽減に繋がる。災害への備えには、公助

に加え自助や共助による支えあいが重要となってきている。地

域住民の安全・安心を確保するため、自主防災組織の育成や防災

訓練を通じ、防災意識の向上など地域防災力の強化に努める。 

 

51 頁 

（目標） 

 

※１：202自治会のうち、自主防災組織結成済み自治会は196で結

成率は97％であるが、複数の自治会で構成される組織があるた

め、自主防災組織数は191 

 

 

※１：西淡及び南淡地域における設置数（２地域の地区総数：125

地区）一部自治会未結成地域での組織化及び複数地区での組織

化があり、結成率は100％ 

 

52 頁 

⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

 

・公共施設等総合管理計画において、「経年劣化の進行は、建物

の構造躯体、内外装、設備等の部位により差があるため、躯体

部分については適切な時期に大規模改修工事を行い、躯体以

外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的に行う

ことによって性能・機能の維持を図る。」としている。 

・管理計画においては、定期的な点検・診断に基づき計画的に補

修を行う予防保全型維持管理の実施を徹底することにより、

公共施設等の健全な状態を維持しながら長期使用を図り、ラ

イフサイクルコストの縮減、修繕・更新費用の平準化と財政負

担の抑制を目指すこととしている。一方で、経年劣化の進行

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

地域独自で

取り組んだ

事業数 

9 9 10 10 10 10 58 

自主防災組

織設置数(※

1) 

191 191 191 191 191 191 - 

 

指標名 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

地域独自で

取り組んだ

事業数 

6 6 7 7 7 7 34 

自主防災組

織設置数(※

1) 

121 121 121 121 121 121 － 

 



 は、建物の構造躯体、内外装、設備等の部位により差があるた

め、躯体部分については適切な時期に大規模改修工事の実施、

躯体以外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的

に行うことによって性能・機能の維持を図ることとしている。 

53 頁 

11．地域文化の振興等 

⑴現状と問題点 

 

イ 歴史資源の発掘と保存・活用の推進 

本市には、木造大日如来坐像をはじめとする国指定文化財 10

件、県指定文化財 30 件、本市指定文化財 47 件を有するなど、

地域固有の歴史に培われてきた歴史遺産が数多く存在してい

る。 

イ 歴史資源の発掘と保存・活用の推進 

本市には、木造大日如来坐像をはじめとする国指定文化財 10

件、県指定文化財 29 件、本市指定文化財 43 件を有するなど、

地域固有の歴史に培われてきた歴史遺産が数多く存在してい

る。 

53 頁 

11．地域文化の振興等 

ウ 日本遺産「国生みの

島・淡路」としての取組 

５行目 

 

11行目 

その構成要素の一つである「松帆銅鐸」は、2015（平成27）年

に西淡地域（松帆地区）において、紀元前に製作された古い段階

の菱環鈕（りょうかんちゅう）式銅鐸と外縁付鈕（がいえんつき

ちゅう）式銅鐸が発見された。 

 

 

今後、国指定重要文化財となった、松帆銅鐸の魅力や研究成果

の情報発信をさらに行う必要がある。併せて、松帆銅鐸を中心と

した本市の歴史文化遺産の関心や知識の向上を図り、（―削除

―）本市の魅力をより深めるため、歴史文化遺産の魅力を地域住

民に浸透させ、地域住民が主体となって島内外にその魅力を発

信し、誘客する仕組みにより市内広域観光を促進させる。 

 

  

その構成要素の一つである「松帆銅鐸」は、2015（平成27）年

に西淡地域（松帆地区）において、紀元前に製作された日本最古

段階の菱環鈕（りょうかんちゅう）式銅鐸として発見された。 

 

 

 

今後、県指定、さらに国指定重要文化財を目指し、松帆銅鐸の

魅力や研究成果の情報発信を行う必要がある。併せて、松帆銅鐸

を中心とした本市の歴史文化遺産の関心や知識の向上を図ると

ともに、本市の主要産業である農畜水産業や地場産業など、他分

野と連携した観光商品やサービスを開発し、交流人口の拡大に

つなげていく必要がある。また、本市の魅力をより深めるため、

歴史文化遺産の魅力を地域住民に浸透させ、地域住民が主体と

なって島内外にその魅力を発信し、誘客する仕組みにより市内

広域観光を促進させる。 



54 頁 

（目標） 

  

54 頁 

⑶計画 

 

歴史民俗資料館除却事業 歴史民俗博物館除却事業 
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⑶計画 

 

淡路人形浄瑠璃館運営支援事業 

①事業内容 

 淡路人形座運営をはじめ後継者育成等の活動を支援する。 

②必要性・効果等 

 淡路人形浄瑠璃の保存・継承を図る。 

 

淡路人形座運営補助金 

①事業内容 

 後継者育成や淡路人形座運営等の活動を支援する。 

②必要性・効果等 

 淡路人形浄瑠璃の保存・継承を図る。 
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⑷公共施設等総合管理

計画との整合 

 

・公共施設等総合管理計画において、「経年劣化の進行は、建物

の構造躯体、内外装、設備等の部位により差があるため、躯体

部分については適切な時期に大規模改修工事を行い、躯体以

外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的に行う

ことによって性能・機能の維持を図る。」としている。 

 

・管理計画においては、定期的な点検・診断に基づき計画的に補

修を行う予防保全型維持管理の実施を徹底することにより、

公共施設等の健全な状態を維持しながら長期使用を図り、ラ

イフサイクルコストの縮減、修繕・更新費用の平準化と財政負

担の抑制を目指すこととしている。一方で、経年劣化の進行

は、建物の構造躯体、内外装、設備等の部位により差があるた

め、躯体部分については適切な時期に大規模改修工事の実施、

躯体以外の内外装、設備等については、小規模な修繕を定期的

に行うことによって性能・機能の維持を図ることとしている。 

 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

滝川記念美術

館「玉青館」入

館者数（人） 

3,958 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 23,958 

淡路人形浄瑠

璃館入館者数

（人） 

27,673 37,000 40,000 42,000 45,000 47,000 238,673 

 

指標名 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

滝川記念美術

館「玉青館」入

館者数（人） 

2,168 3,000 3,500 4,000 4,000 4,000 20,668 

淡路人形浄瑠

璃館入館者数

（人） 

9,770 20,000 35,000 45,000 50,000 50,000 209,770 
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12．再生可能エネルギー

の利用促進  

⑴現状と問題点 

ア 南あわじ市の現状 

４行目 

2025（令和７）年９月における本市の固定価格買取制度認定設

備（稼働済み施設、太陽光発電施設については20kW以上）につい

ては、太陽光発電643件、発電出力78.9メガワットとなっている。

（導入状況は表12のとおり） 

西淡及び南淡地域においては、太陽光発電施設は全体の

49.9％（発電出力66.0％）を占め、風力発電施設は全施設が西淡

及び南淡地域に設置されており、当該地域では、多くの再生可能

エネルギー施設が稼働している状況にある。 

他方で、環境省「自治体排出量カルテ」によると、2023（令和

５）年度における本市の再生可能エネルギーの導入ポテンシャ

ルは、1,813,726メガワットとされているが、現状の再生可能エ

ネルギー導入量（発電量）は、212,547メガワットであり導入割

合は11.7％にとどまっている状況である。 

 

2021（令和3）年３月における本市の固定価格買取制度認定設

備（稼働済み施設、太陽光発電施設については20kW以上）につい

ては、太陽光発電591件、発電出力64.8メガワットとなっている。

（導入状況は表12のとおり） 

西淡及び南淡地域においては、太陽光発電施設は全体の

50.5％（発電出力63.1％）を占め、風力発電施設は全施設が西淡

及び南淡地域に設置されており、当該地域では、多くの再生可能

エネルギー施設が稼働している状況にある。 

他方で、2015（平成27）年の環境省「地域経済循環分析」によ

ると、本市から約43憶円（GRPの約2.8％）がエネルギー料金とし

て域外に流出しているとされており、一方、電気については、本

市で再生可能エネルギー発電施設が稼働していることから、約

17億円が域外から流入しているとされているが、エネルギーの

地産地消には至っていない状況である。 
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表３ 

  

種別 認定件数（件） 発電出力（kW） 

太陽光発電 643 78,890 

 うち西淡地域 197 29,721.7 

 うち南淡地域 124 22,337.5 

風 力 発 電 2 37,519 

 うち西淡地域 2 37,519 

合   計 645 116,409 

 

種別 認定件数（件） 発電出力（kW） 

太陽光発電 591 64,812 

 うち西淡地域 182 25,685 

 うち南淡地域 117 15,247 

風 力 発 電 ３ 41,000 

 うち西淡地域 １ 37,500 

 うち南淡地域 ２ 3,500 

合   計 594 105,812 

 



資源エネルギー庁「事業計画認定情報（2025(令和７)年９月30日

時点）」 

資源エネルギー庁「事業計画認定情報（2021(令和 3)年 3 月 31

日時点）」 
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（目標） 
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⑶計画 

 

南あわじ市自家消費型住宅用太陽光発 

電設備等導入促進事業 

①事業内容 

太陽光発電設備及び蓄電池の一体的な導入を支援する。 

②必要性・効果等 

環境影響の少ない太陽光発電設備の設置を推進し、温室効果

ガスの排出削減を図る。 

地域新電力推進事業 

①事業内容 

 地域新電力事業の導入に関してリスク等の継続的な精査・検

討を行う。 

②必要性・効果等 

 地域経済の好循環化、二酸化炭素の排出抑制、地域課題解決へ

の還元等を図る。 

 

59 頁 

⑵その対策 

【男女共同参画】 

 

・性別を含めた様々な多様性をさらに認め合うことの重要性を

全世代で共有しながら、社会生活での男女共同参画をより進

めるため、できることから着実に取り組む。 

 

・男女が性別に関わらず希望を持つことができ、あらゆる場面で

自分らしく活躍し、輝くことのできるまちの実現を目指して、

男女共同参画を推進する。 
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（目標） 

  

※変更の内容に合わせて適宜加工して構いません。また、複数頁にわたっても構いません。この様式により難い場合は、任意様式で作成してください。 

指標名 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

あわじ環境未

来島構想モデ

ル事業採択件

数 （件） 

1 1 1 1 1 1 5 

 

指標名 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

あわじ環境未

来島構想モデ

ル事業採択件

数 （件） 

1 1 1 1 1 1 5 

 

 現状 
令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

令和 

12 年度 
累計 

女性の個別相

談者数（人） 
40 41 42 43 44 45 － 

 

 現状 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 
累計 

女性の個別相

談者数（人） 
33 36 39 42 45 48 － 

 


